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はじめに 

 

大学設置の背景 

昭和 58（1983）年、我が国では、先端技術産業

を中核とした産・学・住が一体となった街づくり

を促進し、研究開発施設等各種産業基盤の事業整

備等の推進を通じて地域経済の振興と向上を目

指す「高度技術工業集積地域開発促進法（テクノ

ポリス法）」が制定された。通商産業省の産業政

策では、中央集権的政策から地域企業主導が全面

に打ち出され、ハイテク産業と大学が連携した地

域発展リサーチパークとして、産業、学術及び居

住空間が有機的に結合された新しいまちづくり

を行うテクノポリス計画として地域ハイテク戦

略に大きな期待が掛けられた。地方自治体の関心

は非常な高まりを見せ、国が定めた指針に沿った

開発計画を作成するために、各自治体は理工学系

大学の設置と誘致に積極的に取り組むことにな

った。 

山口県、小野田市（現山陽小野田市）、宇部市の

各当局をはじめ、各種関係機関は「地元の教育環

境の向上」と「地域産業の振興発展」を願い、学

校法人東京理科大学に対し、先端技術産業関連の

中堅技術者の養成を目的とする工学系短期大学

の誘致を行った。 

昭和 62（1987）年 4月、設置経費の寄付と用地

の無償譲渡及び無償貸与による公私協力方式に

より、学校法人東京理科大学のもとに東京理科大

学山口短期大学が設置された。その後、ＩＴ革命

による科学技術の急速な進歩発展にともなう高

度な専門知識・能力をもつ技術者の人材養成が求

められるようになり、1995（平成 7）年 4 月に、

同短大を発展的に改組し、4年制大学として山口

東京理科大学が設立された。2016年 3月までに、

短期大学 1,896名、4年制大学 2,269 名、大学院

修士課程 204名、博士後期課程 8名の人材を社会

に送り出した。 

2016（平成 28）年 4月、地方都市における落ち 

着いた教育環境のもと、東京理科大学との姉妹校

関係を維持強化しつつ、理工系の基礎的知識と専

門的な学術を教育・研究するとともに、地域に根

差し、地域社会の発展に寄与する「地域のキーパ

ーソン」の育成に貢献することを目的に、大学の

設置者を学校法人東京理科大学から公立大学法

人山陽小野田市立山口東京理科大学に変更し、山

陽小野田市立山口東京理科大学（以下「本学」と

いう。）として公立大学に生まれ変わった。 

建学の精神 

本学は、「理学の普及を以て国運発展の基礎とす

る」という建学の精神に基づき、工学の基礎及び

応用を教育研究するとともに、幅広い教養教育を

行い、人間性及び創造性豊かな人材を育成して、

文化の進展及び産業の興隆に寄与するものである。 

使命・目的 

本学の目的は、山陽小野田市立山口東京理科大

学学則第 1 条において、「山陽小野田市立山口東

京理科大学は、地方都市における恵まれた教育環

境のもと、理工系の基礎的知識と専門的な学術を

教育・研究するとともに、地域に根差し、地域社

会の発展に寄与する人材の育成に貢献すること

を目的とする。」として定めている。本学大学院

の目的は、山陽小野田市立山口東京理科大学大学

院学則第 5 条において、「本学大学院修士課程、

広い視野に立って学識を養い、研究及び応用の面

で、理学と工学の調和の取れた能力を育み、常に

基本に立ち戻って新しい課題に取り組む態度を

培うことを目的とする。」とし、同条第 2 項にお

いて「本学大学院博士後期課程は、修士課程で育

まれた能力、幅広い知識を最先端の研究分野に活

かし、これを深く窮め、社会の要請に弾力的に応

えるとともに地域社会に貢献する能力を培うこ

とを目的とする。」として定めている。 
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 大学の概要  

（１）大学名 

山陽小野田市立山口東京理科大学 

 

（２）所在地 

山口県山陽小野田市大学通一丁目 1番 1号 

 

（３）学部等の構成 

学部：工学部、薬学部 

研究科：工学研究科、薬学研究科 

その他の組織：共通教育センター 

 

（４）学生数及び教職員数（2025年 5月 1日現在） 

学生数：学部 1,889名、大学院 93名 

教員数：118名（技能員 2名含む） 

職員数：55名 

 

（５）理念と特徴 

薬工系の基礎的知識と専門的な学術を教育・研究するとともに、地域に根差し、地域社会の発展

に寄与する「地域のキーパーソン」の育成を図るため、学びを展開している。 

a) 確かな基礎学力 

技術の進歩は速く、産業界では最先端技術のみに精通することではなく、技術の進歩に素

早く対応できる確実な基礎学力が求められている。本学では、体系的な教育により、変化の

早い技術の進歩に対応できる「確かな基礎学力」を身につけ、技術革新をリードできる、柔

軟性豊かな人材を育成する。 

b) 高度な専門知識 

地域産業界の中枢で活躍する人材（キーパーソン）になるには、学問の本質に迫る深い専

門知識を有し、応用を創造できる力が必要である。本学では、高度な専門知識と応用技術、

研究方法を習得し、事象の本質的な理解を深めるとともに、応用を創造できる能力と、課題

を発見し解決できる能力を身につけた、独創性豊かな人材を育成する。 

c) 豊かな人間形成 

リーダーとして活躍するには、世界の動きや文化を理解できる深い教養と学際領域の幅広

い知識が必要である。本学では、国際感覚、社会認識、経済感覚、倫理や責任感、自然科学

に対する教養を育み、物事に対する自分の考えや視点を持ち、口頭・文章で表現できる能力

や国際的に通用する英語力の基礎を身につけた、人間性豊かな人材を育成する。 
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（６）大学組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育研究上の基本となる組織として、工学部（機械工学科、電気工学科、応用化学科、数理情

報科学科、医薬工学科）、薬学部（薬学科）、工学研究科工学専攻（修士課程博士後期課程）、 

工学研究科機械工学専攻、電気工学専攻、応用化学専攻、数理情報科学専攻、薬学研究科薬学専

攻（博士課程）の 2学部６学科、２研究科６専攻を設置している。 
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（７）内部質保証体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全学的な内部質保証は、各部局から自己点検評価の結果を学長が議長となる「自己点検評価委員会」

に報告し、同委員会が部局横断的視点での評価を検証し結果を「学長室会議」に報告している。 

「学長室会議」は報告に基づき、自己点検評価を精査し、「総合戦略会議」に報告している。「総合戦

略会議」は公表及び改善の可否の決議をおこない、改善が必要であれば、各会議体を通じて、各部局に

改善を要求する。 

併せて、結果の公表に関して、経営面は理事長が議長となる「理事会」及び「経営審議会」で審議

し、教育面に関しては学長が議長となる「教育研究審議会」で審議し、両審議会で承認を得たうえで、

学長が自己点検評価結果を公表している。 

 上記全学的な内部質保証体制とは別に教職員個人レベルでも評価制度を設けており、教育職員は①研

究活動に係る分野（研究分野）②教育活動に係る分野（教育分野）③学内外に対する貢献活動に係る分

野（貢献分野）に関して、総合的な達成度を鑑み評価委員会が評価を決定している。 

 また、事務職員に関しては、年度当初に目標を所属長と面談のうえ策定し、期末面談をして、達成度

を確認し、事務運営会議で評価を審議している。  

なお、個人レベルの業績評価に関しても両委員会にて審議した後、フィードバックしている。 
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 大学の目的  

（１）学則 

・山陽小野田市立山口東京理科大学学則 

（目的） 

第１条 山陽小野田市立山口東京理科大学は、地方都市における落ち着いた教育環境のもと、薬

工系の基礎的知識と専門的な学術を教育・研究するとともに、地域に根差し、地域社会の発展

に寄与する「地域のキーパーソン」の育成に貢献することを目的とする。 

 

・山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則 

（目的） 

第５条 本学大学院修士課程、広い視野に立って学識を養い、研究及び応用の面で、理学と工

学の調和の取れた能力を育み、常に基本に立ち戻って新しい課題に取り組む態度を培うこと

を目的とする。 

２ 本学大学院博士後期課程は、修士課程で育まれた能力、幅広い知識を最先端の研究分野に

活かし、これを深く窮め、社会の要請に弾力的に応えるとともに地域社会に貢献する能力を

培うことを目的とする。 
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Ⅰ「基準１ 法令適合性の保証」に関する点検評価資料 
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 イ 教育研究上の基本となる組織に関すること （①大学）          

（１）自己点検・評価の実施状況  
１）目的 
大学の目的は、「理学の普及をもって国運発展の

基礎とする」という建学の精神を基に、学則第１
条において、「山陽小野田市立山口東京理科大学
は、地方都市における落ち着いた教育環境のもと、
薬工系の基礎的知識と専門的な学術を教育・研究
するとともに、地域に根差し、地域社会の発展に
寄与する「地域のキーパーソン」の育成に貢献す
ることを目的とする。」と定めている。 
大学の目的を実現するために、教育研究上の組

織として、工学部（機械工学科、電気工学科、応用
化学科、数理情報科学科及び医薬工学科）、薬学部
（薬学科）の２学部６学科を設置している。 
工学部における人材の養成に関する目標は、学

則第４条第３項において、「工学部は、機械工学
科、電気工学科、応用化学科、数理情報科学科及び
医薬工学科における教育研究を通じて、「工学」と「理
学」の融合を目指した独創的かつ先進的な取り組み
を行い、社会に役立つ工学を開拓できる専門及び応
用知識の探求、先進技術及び工学に応用できる実験
技術の教授を通じて、人間や自然・環境を意識して
問題を解決できる能力、自己表現力や情報解析能力
を高め、世界的視野で物事を思考できる人間性豊か
な科学技術者を育成する。」と定めている。 

薬学部における人材の養成に関する目標は、学
則第４条第３項において、「『薬学をとおして人の
健康を守る』という高い志と倫理観・研究心を持
ち、薬剤師資格を得た優れた薬学人を養成し、も
って山口県を中心とする地域に貢献することを目
的とする。」と定めている。 
工学部の学士課程を修了した者には「学士（工

学）」の学位を、薬学部の学士課程を修了した者
には「学士（薬学）」の学位を授与する。このよ
うに教育研究組織は、「薬工系の基礎的知識と専
門的な学術を教育・研究する」という大学の目
的と整合したものとなっている。 
２）収容定員 
収容定員は、学則第５条において、学部ごとに

定め、教育研究実施組織及び施設設備その他教育
研究上の諸条件を総合的に考慮し、工学部 1,200
人、薬学部 720人、合計 1,920人としている。 

在学生の数を収容定員に基づき適正に管理する
ため、学部運営会議及び学部教授総会において月
次で確認を行っている。 

 

2025年５月１日現在の在学生数は 1,889人であ
り、収容定員 1,780人に対する充足率は 1.06倍と
なっている【表１】。なお、2024 年度の医薬工学科
の開設にあわせ工学部５学科全ての定員を 60 名
に変更した。 

【表１】収容定員充足状況（2025年５月１日現在） 

学部 
収容定員 在学 

生数 

充足 

状況 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 計 

工学部 300 300 260 200 - - 1,060 1,168 122% 

薬学部 120 120 120 120 120 120 720 721 100% 

計 420 420 380 320 120 120 1,780 1,889 106% 

 
３）入学定員 
入学定員は、学則第５条において、工学部 300

人、薬学部 120人、合計 420人と定めている。2025
年５月１日現在の入学者数は 450 人であり、入学
定員 420人に対する入学定員超過率は 1.07倍と、
2017年文部科学省告示第 154号にて定められた入
学定員の超過率 1.10倍未満（学部規模 100人以上
300人未満の基準）を遵守している【表２】。 

【表２】入学定員充足状況（2025年５月１日現在） 

学部 学科 入学定員 入学者数 充足状況 

工学部 

機械工学科 60 67 112% 

電気工学科 60 63 105% 

応用化学科 60 66 110% 

数理情報科学科 60 70 117% 

医薬工学科 60 65 108% 

計 300 331 110% 

薬学部 薬学科 120 119 99% 

合   計 420 450 107% 
 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持に努めている。 

改善を要する点 
本学が全国で唯一となる公立薬工系大学として、地域の社会・経済・文化への貢献を果たすために、地域が

必要とする教育研究組織の再編を含めた改善に取り組む。 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 

  

番

号 

関係法令等 関連資料（リンク） 

教育基本法 

① 

第七条（大学） 
 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新
たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するも
のとする。 
２ 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されな

ければならない。 

〇公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学定款 

第 1 条（目的） 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第 1 条（目的） 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学 WEB ページ 

・建学の精神 

 学校教育法 

② 

第八十三条 
 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知
的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 
② 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供すること

により、社会の発展に寄与するものとする。 

〇公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学定款 

第 1 条（目的） 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第 1 条（目的） 

 大学設置基準 

③ 

第二条（教育研究上の目的） 
 大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を
学則等に定めるものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第 4 条別表第３ 

  （人材育成に関する目的） 

④ 

第三条（学部） 
 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模
内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとす
る。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第５条 

〇山陽小野田市山口東京理科大学

WEB ページ 

 大学組織 

 本学専任教員（職位別） 

⑤ 
第四条（学科） 
 学部には、専攻により学科を設ける。 
２ 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第 4 条（学部及び学科） 

⑥ 
第五条（課程） 
 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代え
て学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。 

該当なし 

⑦ 

第十八条 
 収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合にお
いて、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第五十八
条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学
定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。 
２ 収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総

合的に考慮して定めるものとする。 
３ 大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正
に管理するものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第５条 

〇認証評価共通基礎データ 

 

※ 入学定員の超過率については、平成十五年文部科学省告示第四十五号、平成二十七年文部科
学省告示第百五十四号を参考とすること 

⑧ 

第四十条の四（大学等の名称） 
 大学、学部及び学科（以下「大学等」という。）の名称は、大学等として適当であるとともに、
当該大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。 

〇公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学定款 

第 3 条（大学の設置） 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第 4 条第 2 項（学部及び学科） 

 

https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000001.html#:%7E:text=(%E7%9B%AE%E7%9A%84),%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000001.html#:%7E:text=(%E7%9B%AE%E7%9A%84),%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
https://www.socu.ac.jp/summary/vision.html#:%7E:text=%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC-,%E5%BB%BA%E5%AD%A6%E3%81%AE%E7%B2%BE%E7%A5%9E,-%E3%80%8C%E7%90%86%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%99%AE%E5%8F%8A
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000001.html#:%7E:text=(%E7%9B%AE%E7%9A%84),%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000001.html#:%7E:text=(%E7%9B%AE%E7%9A%84),%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
https://www.socu.ac.jp/summary/organization.html#:%7E:text=1%E6%97%A5%E7%8F%BE%E5%9C%A8%EF%BC%BD-,%E5%AD%A6%E9%83%A8,120%E5%90%8D,-%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/9b9829537f6fc12133bb8ad0894e944c687a7b6e.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000001.html#:%7E:text=(%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE,%E3%82%92%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000001.html#:%7E:text=(%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE,%E3%82%92%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/3ca904946b045f0c7700b267ce92e8ad2f20c585.pdf
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 イ 教育研究上の基本となる組織に関すること （②大学院）         

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）目的 
大学院の基本となる組織として、工学研究科（機

械工学専攻、電気工学専攻、応用化学専攻、数理
情報科学専攻、工学専攻）と、薬学研究科（薬学専
攻）を設置している。 

① 工学研究科 
工学研究科は５年の課程を前期２年及び後期３

年の課程に区分し、前期２年の課程を博士前期課
程、後期３年の課程を博士後期課程とする区分制
博士課程を設置している。 
修士課程の目的は、大学院学則第５条第１項に

おいて、「本学大学院修士課程は、広い視野に立っ
て学識を養い、研究及び応用の面で、理学と工学
の調和の取れた能力を育み、常に基本に立ち戻っ
て新しい課題に取り組む態度を培うことを目的と
する。」と定めている。 
博士後期課程の目的は、同条第２項において「本

学大学院博士後期課程は、修士課程で育まれた能
力、幅広い知識を最先端の研究分野に活かし、こ
れを深く窮め、社会の要請に弾力的に応えるとと
もに地域社会に貢献する能力を培うことを目的と
する。」と定めている。 
工学専攻修士課程を修了した者には、「修士（理

学）」又は「修士（工学）」の学位を、博士後期課程
を修了した者には、「博士（理学）」又は「博士（工
学）」の学位を授与する。また、数理情報科学専攻
の修士課程を修了した者には、「修士（工学）」の
学位を授与する。 

②薬学研究科 
薬学研究科には４年制の薬学専攻博士課程を設

置している。博士課程の目的は、大学院学則第６
条第２項において、「薬学研究科博士課程は、高度
に専門的な業務に従事するに必要な研究能力、技
能及びその基礎となる豊かな学識を備え、研究者、
技術者又は医療従事者として自立し世界的水準で
活躍できる人材を育成し、特に薬学領域における
科学・医療・技術の進展に寄与することを目的と
する。」と定めている。 
薬学専攻博士課程を修了した者には、「博士（薬

学）」の学位を授与する。 
２）収容定員 
収容定員は、大学院学則第７条において、教育

研究実施組織及び施設設備その他教育研究上の諸
条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を
単位として研究科ごとに定め、工学研究科修士課 

程 105 人、博士後期課程 9 人、薬学研究科博士課
程 20人、合計 134人としている。 

在学生の数を収容定員に基づき適正に管理する
ため、研究科幹事会及び研究科会議において確認
を行っている。 
３）入学定員 
入学定員は、大学院学則第５条において、工学研
究科修士課程 45人、博士後期課程 3人、薬学研究
科博士課程 5人、合計 53人と定めている。 
工学研究科の修士課程では、応用化学専攻の定

員超過が目立つが、基礎となる学部の応用化学科
の入学定員を 2024 年度から 60 名にしたことから
今後は解消される見通しである。 
大学院の各専攻科では、社会人大学院生を獲得

するため、授業料半額免除制度、本学と包括的連
携協定を締結した企業からの社会人に対する大学
院入学金半額免除制度、早期修了制度等を導入し、
改善に向けた取り組みを行っている。なお、修士
課程の安定的な定員確保を目的とし、近隣の工学
部を設置している大学や企業へパンフレット等を
送付して定員確保に努めている 

〔参考〕大学院の入学定員、入学者数（2025 
年度）、収容定員、学生数（2025 年５月１日現在） 
研究

科 
専攻 課程 

入学 

定員 

入学 

者数 

収容 

定員 
学生数 

工学 工学 修士 0 0 15 27 

博 士 後

期 

3 0 9 1 

機械工学 修士 10 10 20 10 

電気工学 修士 10 8 20 8 

応用化学 修士 10 24 20 24 

数 理 情 報

科学 

修士 15 10 30 12 

薬学 薬学 博士 5 5 20 11 

合計 53 57 134 93 

※工学研究科工学専攻修士課程は 2025 年度から募集停止 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 
幅広い知識を最先端の研究分野に活かし、これを深く窮め、社会の要請に弾力的に応えるとともに地域社会

に貢献する能力を持った人材を育成している。 

改善を要する点 
博士後期課程の収容定員を充足するとともに、同課程では材料分野以外の領域の発展に貢献できるよう、教

員の研究能力の向上や研究活動を支援する。   
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法 

① 

第九十九条 
大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求め

られる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的
とする。 
② 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担う
ための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院学則 

第 5 条（目的） 

 大学院設置基準 

② 

第一条の二（教育研究上の目的） 
 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学
則等に定めるものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院学則 

第 6 条第 2 項（人材養成に関する目

的） 

③ 

第二条（大学院の課程） 
 大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程（学校教育法第九十九条第
二項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。）とする。 
２ 大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はその

いずれかを置くものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院学則 

第 3 条（課程） 

第 4 条（修業年限） 

④ 

第三条（修士課程） 
 修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加
えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 
２ 修士課程の標準修業年限は、二年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる

場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、二年を超え
るものとすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して
教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の
時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない
ときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を一年以上二年未満の
期間とすることができる。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院学則 

第 4 条（修業年限） 

⑤ 

第四条（博士課程） 
 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度
に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うこと
を目的とする。 
２ 博士課程の標準修業年限は、五年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる

場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、五年を超え
るものとすることができる。 

３ 博士課程は、これを前期二年及び後期三年の課程に区分し、又はこの区分を設けないもの
とする。ただし、博士課程を前期及び後期の課程に区分する場合において、教育研究上の必
要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、前期の課程に
ついては二年を、後期の課程については三年を超えるものとすることができる。 

４ 前期二年及び後期三年の課程に区分する博士課程においては、その前期二年の課程は、こ
れを修士課程として取り扱うものとする。前項ただし書の規定により二年を超えるものとし
た前期の課程についても、同様とする。 

５ 第二項及び第三項の規定にかかわらず、教育研究上必要がある場合においては、第三項に
規定する後期三年の課程のみの博士課程を置くことができる。この場合において、当該課程
の標準修業年限は、三年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、
研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとす
ることができる。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院学則 

第 4 条（修業年限） 

⑥ 

第五条（研究科） 
 研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであつて、専攻の種類
及び数、教育研究実施組織、教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を
有すると認められるものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院学則 

第 6 条第 1 項（研究科） 

⑦ 

第六条（専攻） 
 研究科には、それぞれの専攻分野の教育研究を行うため、数個の専攻を置くことを常例とす
る。ただし、教育研究上適当と認められる場合には、一個の専攻のみを置くことができる。 
２ 前期及び後期の課程に区分する博士課程においては、教育研究上適当と認められる場合に

は、前期の課程と後期の課程で異なる専攻を置くことができるものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院学則 

第 6 条第 1 項（研究科） 

⑧ 

第十条（収容定員） 
 収容定員は、教育研究実施組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、
課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。 
２ 前項の場合において、第四十五条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設ける

ときは、これに係る収容定員を明示するものとする。 
３ 大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づ
き適正に管理するものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院学則 

第 7 条（収容定員） 

〇認証評価基礎データ 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院研究科幹事会規程 

⑨ 

第二十二条の四（研究科等の名称） 
 研究科及び専攻（以下「研究科等」という。）の名称は、研究科等として適当であるとともに、
当該研究科等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院学則 

第 6 条第 1 項（研究科） 

第 6 条第 2 項（人材養成に関する目

的）   

https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E7%9B%AE%E7%9A%84),%E9%A4%8A%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E7%9B%AE%E7%9A%84),%E9%A4%8A%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#e000001046:%7E:text=%E5%86%86%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82-,%E5%88%A5%E8%A1%A8%E7%AC%AC3(%E7%AC%AC6%E6%9D%A1%E9%96%A2%E4%BF%82),%E7%99%BA%E6%83%B3%E3%81%A7%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%81%AE%E9%A4%8A%E6%88%90%E3%82%92%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82,-%E5%B1%B1%E9%99%BD%E5%B0%8F%E9%87%8E%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%AB%8B
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#e000001046:%7E:text=%E5%86%86%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82-,%E5%88%A5%E8%A1%A8%E7%AC%AC3(%E7%AC%AC6%E6%9D%A1%E9%96%A2%E4%BF%82),%E7%99%BA%E6%83%B3%E3%81%A7%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%81%AE%E9%A4%8A%E6%88%90%E3%82%92%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82,-%E5%B1%B1%E9%99%BD%E5%B0%8F%E9%87%8E%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%AB%8B
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E8%AA%B2%E7%A8%8B),%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E4%BF%AE%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E9%99%90),%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E4%BF%AE%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E9%99%90),%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E4%BF%AE%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E9%99%90),%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E4%BF%AE%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E9%99%90),%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E4%BF%AE%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E9%99%90),%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91),%E7%A7%91%E3%80%80%E8%96%AC%E5%AD%A6%E5%B0%82%E6%94%BB
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91),%E7%A7%91%E3%80%80%E8%96%AC%E5%AD%A6%E5%B0%82%E6%94%BB
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91),%E7%A7%91%E3%80%80%E8%96%AC%E5%AD%A6%E5%B0%82%E6%94%BB
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91),%E7%A7%91%E3%80%80%E8%96%AC%E5%AD%A6%E5%B0%82%E6%94%BB
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=%E3%81%A8%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82-,(%E5%8F%8E%E5%AE%B9%E5%AE%9A%E5%93%A1),20%E4%BA%BA,-%E7%AC%AC2%E7%AB%A0
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=%E3%81%A8%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82-,(%E5%8F%8E%E5%AE%B9%E5%AE%9A%E5%93%A1),20%E4%BA%BA,-%E7%AC%AC2%E7%AB%A0
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000180.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000180.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=%E7%AC%AC6%E6%9D%A1,%E7%A7%91%E3%80%80%E8%96%AC%E5%AD%A6%E5%B0%82%E6%94%BB
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#e000001046:%7E:text=%E5%86%86%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82-,%E5%88%A5%E8%A1%A8%E7%AC%AC3(%E7%AC%AC6%E6%9D%A1%E9%96%A2%E4%BF%82),%E7%99%BA%E6%83%B3%E3%81%A7%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%81%AE%E9%A4%8A%E6%88%90%E3%82%92%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82,-%E5%B1%B1%E9%99%BD%E5%B0%8F%E9%87%8E%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%AB%8B
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#e000001046:%7E:text=%E5%86%86%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82-,%E5%88%A5%E8%A1%A8%E7%AC%AC3(%E7%AC%AC6%E6%9D%A1%E9%96%A2%E4%BF%82),%E7%99%BA%E6%83%B3%E3%81%A7%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%81%AE%E9%A4%8A%E6%88%90%E3%82%92%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82,-%E5%B1%B1%E9%99%BD%E5%B0%8F%E9%87%8E%E7%94%B0%E5%B8%82%E7%AB%8B
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 ロ 教員組織に関すること （①大学）                       

（１）自己点検・評価の実施状況 

  

１）教授会 
学則第40条において、学部の教育研究に関する

審議を行うため、教授会及び教授総会を置いてい
る。教授会は、専任の教授をもって組織し、教授
総会は専任の教授、准教授及び講師をもって組織
する。教授総会は、原則として月次に開催してい
る。 

教授会及び教授総会は、学長が次に掲げる事項
について決定を行うに当たり、審議し、意見を述
べるものとしている 

(1)学生の入学及び卒業に関する事項 
(2)学位の授与に関する事項 
(3)前２号に掲げるもののほか、教育研究に関す
る重要な事項で、教授会及び教授総会の意見
が必要なものとして、学長が別に定める事項 

 
 なお、大学機関別認証評価の結果を踏まえ、教
授会及び教授総会の見直しを行い、令和７年度か
ら専任の教授、准教授、講師及び助教をもって組
織する教授会へ一本化する学則及び関係規程の見
直しを行った。 
２）教員組織 
教育研究上の組織として、工学部（機械工学科、

電気工学科、応用化学科、数理情報科学科、医薬
工学科）、薬学部（薬学科）、両学部の教養教育を
担う共通教育センターを設置している。 

基幹教員の年齢構成は、40歳以下が18.8％、41
歳～50歳が31.2％、51歳～60歳が19.6％、61歳以
上が30.4%と、特定の年齢に著しく偏ることのない
よう配慮し、充実した教育研究体制の維持に努め
ている。職位別の構成は、教授が47.0％、准教授
が23.2％、講師が17.9％である。 

教員の採用･昇任については、「公立大学法人山
陽小野田市立山口東京理科大学における専任教育
職員の採用及び昇任に関する規程」で実施方法、
選考方法、採用･昇任の手続等を明記しており、こ
れに基づき教員人事委員会において審議を行って
いる。 

定年による教員の退職に伴う新任教員の採用に
ついては、教育研究水準の維持向上及び教育研究
の活性化に支障がないよう年齢構成などのバラン
スを十分に考慮し、将来を見据えた人事計画に基
づき採用等を行っている。 
３）授業科目の担当 
本学では「各教育課程上主要と認める科目につ

いては原則として基幹教員が担当する」との大学
設置基準に従い、基本的に主要授業科目について
は基幹教員を配置している。 
 

工学部では、開講科目のうち基幹教員が担当す
る授業科目は約57％（463科目）、薬学部では約85％
（122科目）である。 
工学部及び薬学部において2024年度開講の主要

授業科目のうち、基幹教員が担当する授業科目は
100％である。 
教育の効果を高めるため、教育補助者として、

演習・実習・実験の授業科目に助教やティーチン
グ・アシスタントを配置し、充実した授業を実施
している。ティーチング・アシスタントに対して
はＦＤとして研修会を行い、教育補助者としての
心得と役割、具体的な業務内容について必要な研
修に取り組んでいる。教育効果測定結果報告書及
びＦＤ活動報告書により教育効果を測定しており
十分な教育効果を上げている。 
４）基幹教員数 
工学部では、機械工学科11人、電気工学科9人、

応用化学科12人、数理情報科学科11人、医薬工学
科9人の基幹教員を配置し、大学設置基準別表第１
の「工学関係・収容定員160～320人」に規定され
る１学科の基幹教員８人を満たしている。 
薬学部では、43人の基幹教員を配置し、大学設

置基準が定める１学科の基幹教員28人を満たして
いる。また、同基準別表第１イ備考10の規定に基
づき、薬剤師としての実務の経験を有するものを
配置している。 
また、全学の教養教育を担当する共通教育セン

ターには14人を配置し、同基準別表第２の大学全
体の収容定員に応じ定める基幹教員数を合計した
数を満たしている。 

なお、工学部及び薬学部における実務家教員に
よる授業科目の一覧と授業の概要を大学ホームペ
ージにて公開している。 

 
学部 学科 収容 

定員数 

必要な 

基幹教員数 

基幹 

教員数 

うち 

教授 

うち 

准教授等 

工学部 機械工学科 ２４０ ８ ８ ４ ４ 

電気工学科 ２４０ ８ ８ ４ ４ 

応用化学科 ２８０ ８ １０ ５ ５ 

数理情報科学科 ２４０ ８ １０ ５ ５ 

医薬工学科 ２４０ ８ １０ ７ ３ 

薬学部 薬学科 ７２０ ２８ ３７ １９ １８ 

共通教育センター - １９ １４ ７ ７ 

合 計 1,960 87 97 51 46 
 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 教養教育実施のための体制を整備している。 

改善を要する点  
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法 

① 

第九十三条 
 大学に、教授会を置く。 
② 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

一 学生の入学、卒業及び課程の修了 
二 学位の授与 
三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くこ
とが必要なものとして学長が定めるもの 

③ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の
長（以下この項において「学長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審
議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 

④ 教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学学則 

第 12 章 教授会及び教授総会 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学教授会及び教授総会規程 

〇公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学教育職員の資格

基準に関する規程 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学位規則 

 大学設置基準 

② 

第七条（教育研究実施組織等） 
 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、その規模並びに授与する学位の種類及び分
野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。 
２ 省略 
３ 省略 
４ 省略 
５ 省略 
６ 大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の

範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 
７ 大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な

教員及び事務職員等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育
に支障のないよう、原則として基幹教員を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、そ
の校地が隣接している場合は、この限りでない。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第 5 条の 6（教育職員） 

〇公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学業務規程 

第 7 条（職務） 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学 WEB ページ 

・教育組織・教員の数 

・教員紹介 

〇公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学における専任教

育職員の採用及び昇任に関する

規程 
〇公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学教育職員の資格

基準に関する規程 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学共通教育センター規程 

※ 教員の職務・資格等については、学校教育法第九十二条、大学設置基準第十三条・第十四
条・第十五条・第十六条・第十七条を参照すること 

③ 

第八条（授業科目の担当） 
 大学は、各教育課程上主要と認める授業科目（以下「主要授業科目」という。）については原
則として基幹教員（教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員（助手を除く。）
であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの（専ら当該大学の教育研究
に従事するものに限る。）又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を
担当するものをいう。以下同じ。）に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教
員に担当させるものとする。 
２ 大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させ

るものとする。 
３ 大学は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の大
学が定める者（以下「指導補助者」という。）に補助させることができ、また、十分な教育効
果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基
づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第 6 条（教育課程） 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学教務委員会規程 

第 2 条（審議事項） 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学シラバス 

○公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学授業嘱託（非常勤）

規程 

④ 

第十条（基幹教員数） 
 大学における基幹教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定
める基幹教員の数（共同学科を置く学部にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を
一の学部とみなして同表を適用して得られる基幹教員の数と第四十六条の規定により得られる
当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数とし、第五条の規定に基づき学科に代えて課程
を設ける工学に関する学部にあつては、第四十九条の四の規定により得られる基幹教員の数と
する。）と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数以上と
する。 

〇認証評価基礎データ 

※ 基幹教員の数については、大学設置基準別表第一・別表第二を参照すること 

 
③及び④については、以下の省令により従前の例によることができる。 
大学設置基準等の一部を改正する省令（令和 4年 9 月 30 日文部科学省令第 34号） 
附則 第四条 
この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例による
ことができる。 
一この省令による改正後の大学設置基準第三十六条第一項及び第三項並びに同令中教員に関する規定 
（以下省略）   

https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000115.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000115.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000020.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000020.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000020.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000145.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000145.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000004.html#:%7E:text=(%E8%81%B7%E5%8B%99),%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%AB%E5%BE%93%E4%BA%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000004.html#:%7E:text=(%E8%81%B7%E5%8B%99),%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%AB%E5%BE%93%E4%BA%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/d5118ea40045be6d9c4d314c801b39d9b24bf744.pdf
http://www.socu.ac.jp/departments/faculty.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000022.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000022.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000022.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000022.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000020.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000020.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000020.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000270.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000270.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000120.html#:%7E:text=(%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%A0%85%E7%AD%89,%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E4%BA%8B%E9%A0%85
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000120.html#:%7E:text=(%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%A0%85%E7%AD%89,%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E4%BA%8B%E9%A0%85
http://www.socu.ac.jp/departments/syllabus-shokai.html
http://www.socu.ac.jp/departments/syllabus-shokai.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000024.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000024.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000024.html
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 ロ 教員組織に関すること （②大学院）                      

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）研究科会議、研究科委員会 
大学院学則第 36条において、大学院の教育研究

に関する審議を行うため、研究科会議及び研究科
委員会を置いている。 

研究科会議は、研究指導教員、研究指導補助教
員及び授業担当教員をもって組織している。審議
事項は、大学院学則第 37条において「学長が次に
掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し、
意見を述べるものとする。」と定めている。 

(1) 学生の入学、課程の修了に関する事項 
(2) 前号に掲げるもののほか、教育研究に関す
る重要な事項で、研究科会議の意見が必要な
ものとして、学長が定める事項 

研究科委員会は、研究科長及び博士課程の研究
指導教員をもって組織している。審議事項は、大
学院則第38条において「研究科委員会は、学長が
次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審
議し、意見を述べるものとする。」と定めている。 
(1) 学位の授与に関する事項 
(2) 前号に掲げるもののほか、教育研究に関す
る重要な事項で、研究科委員会の意見が必要
なものとして、学長が定める事項 

２）教員組織 
大学院では、教員の適切な役割分担及び連携体

制を確保し、組織的な教育が行われるように、研究科
の授業及び研究指導を担当する「研究指導教員」、
研究科の授業及び研究指導の補助を担当する「研究
指導補助教員」、研究指導教員又は研究指導補助教
員以外の者で各研究科の授業を担当する「授業担当
教員」に区分して配置している。 

研究指導教員、研究指導補助教員及び授業担当
教員の内訳は工学研究科工学専攻修士課程では、
専任教員 25人（教授 12人、准教授 8人、講師 5人）
の内、研究指導教員 17 人（教授 12 人、准教授 5
人）、研究指導補助教員 8人を配置している。 
数理情報科学科専攻修士課程では、専任教員 9 人
（教授 4 人、准教授 3 人、講師 2 人）の内、研究
指導教員 7人（教授 4人、准教授 3人）、研究指導
補助教員 2 人（講師 2 人）を配置し、いずれの修
士課程も、平成 11年文部省告示第 175 号「大学院
に専攻ごとに置くものとする教員の数について定
める件」の専門分野「工学」における必要教員数
（研究指導教員４人以上研究指導教員と研究指導
補助教員を合わせて７人以上、研究指導教員の３
分の２以上は教授）を満たしている。 
 

また、工学研究科工学専攻博士後期課程では、
専任教員 13 人（教授 13 人）の内、研究指導教員
13人を配置している。 

薬学研究科薬学専攻博士課程では、専任教員 17
人（教授 11人、准教授 6人）の内、研究指導教員
13人、研究指導補助教員 4人を配置し、いずれの
博士課程も文部省告示に定める必要教員数を満た
している。 
教員は全員が博士号の学位を有し十分な研究業

績と教育指導能力を有し、大学院設置基準第９条
第２項の基準を満たしている。 

年齢別の教員構成は、40 歳以下が 5.8%、41 歳
～50歳が 40.4％、51歳～60歳が約 38.5％、61歳
以上が 15.4%であり、特定の範囲の年齢に著しく
偏ることのない構成となっている。 
３）組織的な教育 
研究指導教員は、学生と相談のうえ研究課題に即

した研究計画を定めるため、「研究指導計画書」を作
成する。また、指導教員以外からも指導や助言を受け
ることができるよう複数教員指導制度を導入している。   
また、専門の近い複数の研究分野を形成し、組織

的かつ効果的な研究体制を整備している。 
なお、専門領域からなる縦糸的な研究体制と、

専門の近い研究室が専門領域を超えて連携協力す
る横糸的な研究体制が融合した教育研究体制とな
っている。 
 
 
 
 設置基準上必要

な人数 

教員の配置状況 

 研 究 指

導教員 

研究指

導補助

教員 

研 究

指 導

教員 

研 究 指

導 補 助

教員 

工学研究科 

工学専攻修士課程 
４ ７ ２０ ６ 

工学研究科 

数理情報科学専攻修士課程 
４ ７ ８ ２ 

工学研究科 

工学専攻博士 

後期課程 

４ ７ ８ １ 

薬学研究科 

薬学専攻博士課程 
８ １４ １３ ４ 

 
 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 特になし。 

改善を要する点 
持続的な教員の資質･能力の向上と適切な評価をめざして、FD 委員会をはじめとする

各組織委員会の取り組みの改善に努める。 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学院設置基準 

① 

第八条（教育研究実施組織等） 
 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学
位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するも
のとする。 
２ 省略 
３ 省略 
４ 省略 
５ 大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを

兼ねることができる。 
６ 第七条の二に規定する研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科

における教育研究を協力して実施する大学の教員がこれを兼ねることができる。 
７ 大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定

の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 
８ 大学院は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要

な教員及び事務職員等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教
育に支障のないよう、原則として専属の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとす
る。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院学則 

第 34 条（授業及び研究指導の担

当） 

〇公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学教育職員の資格

基準に関する規程 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院運営規程 

第 2 条(大学院教員の種類) 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学位規則 

〇本学専任教員年齢構成 

※ 教員の職務・資格等については、学校教育法第九十二条を参照すること 

② 

第九条（教育研究実施組織等） 
 大学院には、前条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻
ごと（工学を専攻する研究科以外の基本組織にあつては、当該研究科以外の基本組織、第三十
条の二第一項に規定する研究科等連係課程実施基本組織にあつては当該研究科等連係課程実施
基本組織）に、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。 
一 修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関

し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者 
イ 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者 
ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者 
ハ 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者 
ニ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

二 博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関
し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者 
イ 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者 
ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者 
ハ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

２ 博士課程（前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。）を担当す
る教員は、教育研究上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、修士課程を担当する教
員のうち前項第二号の資格を有する者がこれを兼ねることができる。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院学則 

第 34 条（授業及び研究指導の担

当） 

〇公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学教育職員の資格

基準に関する規程 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院運営規程 

第 2 条(大学院教員の種類) 

〇公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学大学院担当教員

の資格基準等に関する規程 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院工学研究科教員構成及

びその資格基準と審査に係る内

規 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院薬学研究科教員構成及

びその資格基準と審査に係る内

規 

 

※ 専攻ごとに置くものとする教員の数については、平成十一年文部省告示第百七十五号を参
照すること 

③ 

第九条の二（一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教育研究実施組織） 
 研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専
攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数（以下「一定規模数」と
いう。）以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超え
る部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八
号）第十条に定める基幹教員の数に算入できない教員とする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院学則 

第 6 条第 1 項（研究科） 

〇認証評価基礎データ 

※ 一個の専攻当たりの入学定員の一定の数（「一定規模数」）については、平成十一年文部省告
示第百七十六号を参照すること   

https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E6%8E%88%E6%A5%AD%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%A0%94%E7%A9%B6,%E3%81%AF%E3%80%81%E5%88%A5%E3%81%AB%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E6%8E%88%E6%A5%AD%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%A0%94%E7%A9%B6,%E3%81%AF%E3%80%81%E5%88%A5%E3%81%AB%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%82
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000020.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000020.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000020.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000116.html#:%7E:text=(%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E6%95%99%E5%93%A1%E3%81%AE,%E6%8B%85%E5%BD%93%E6%95%99%E5%93%A1%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000116.html#:%7E:text=(%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E6%95%99%E5%93%A1%E3%81%AE,%E6%8B%85%E5%BD%93%E6%95%99%E5%93%A1%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000145.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000145.html
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/9000f423a0671e8890cacb3f687be11ca756acd5.pdf
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=%E7%AC%AC34%E6%9D%A1%E3%80%80%E7%A0%94%E7%A9%B6,%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AF%E3%80%81%E5%88%A5%E3%81%AB%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=%E7%AC%AC34%E6%9D%A1%E3%80%80%E7%A0%94%E7%A9%B6,%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AF%E3%80%81%E5%88%A5%E3%81%AB%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%82
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000020.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000020.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000020.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000116.html#:%7E:text=(%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E6%95%99%E5%93%A1%E3%81%AE,%E6%8B%85%E5%BD%93%E6%95%99%E5%93%A1%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000116.html#:%7E:text=(%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E6%95%99%E5%93%A1%E3%81%AE,%E6%8B%85%E5%BD%93%E6%95%99%E5%93%A1%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000021.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000021.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000021.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000183.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000183.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000183.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000183.html
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/1dc6d4ea2502f5afe329212af6059de9049298ee.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/1dc6d4ea2502f5afe329212af6059de9049298ee.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/1dc6d4ea2502f5afe329212af6059de9049298ee.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/1dc6d4ea2502f5afe329212af6059de9049298ee.pdf
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91),%E7%A7%91%E3%80%80%E8%96%AC%E5%AD%A6%E5%B0%82%E6%94%BB
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91),%E7%A7%91%E3%80%80%E8%96%AC%E5%AD%A6%E5%B0%82%E6%94%BB
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 ハ 教育課程に関すること （①大学）                       

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）入学者選抜 
大学の入学者選抜の方式に関しては、受入れの

方針に基づき、学力レベルを維持し安定的に定員
を確保するために３つの入試方式(学校推薦型選
抜、総合型選抜、一般選抜)において募集単位ごと
に、入学者に求める能力・適性等に関して考え方
をまとめた入学者選抜の原案を入試委員会が中心
となって作成し、教授総会で決定している。 
なお、合格者の判定に関しても教授総会の議を

経て入学者決定会議で承認を得ている。 
２）教育課程の編成方針 
各授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科

目に分け各年次に配当して編成している。 
工学部では、大学の基本理念に基づいて各学科

が定める教育目標を実現するための教育課程を編
成し、高度な専門知識と応用技術を修得するとと
もに、人間や自然・環境を配慮した問題を解決で
きる能力、自己表現力や情報解析能力を修得でき
る体系的な教育課程を実践している。 

段階的な知識の修得を支援するため、工学分野
における各専門分野の基盤をなす「数学」、「物
理」に関する重要な科目は講義と演習を一対で構
成し「必修科目」としている。に示すとおり、１
年次に「基礎科目」で専門家としての能力を養う
ための基盤づくりをした上で、工学分野における
高度な専門知識と応用技術、研究方法を習得する
「専門科目」を学ぶよう体系的に構成されてい
る。なお「専門科目」では事象の本質的な理解を
深めるとともに、工学的な応用を創造できる能力
と、課題を発見し解決できる能力を身につける。 

また、「一般科目」に関しては従来「人文科学」
と「外国語」の２分類であったが、現行は「人文科
学系」「自然科学系」「社会科学系」「健康科学」「外
国語」の５分野に細分化しより深い素養を身につ
ける内容に再編成しバランスよく配置している。 

薬学部も工学部と同様に１年次から教養を深め
る「一般科目」にあわせて薬学の基礎となる「化
学」を中心に「数
学」「物理」の「基
礎科目」を修得し
た上で「専門科
目」に進む。「専門
科目」では高度な
薬学教育と併せ、
地域創生の観点
から健康医療に 

関わる課題等に積極的に取り組み、薬学人として
の教養と倫理観、地域愛、リーダーシップの醸成、
薬学人としての基本的な知識・技能と、それらに
裏付けられた応用力、薬学人としての問題発見・
解決能力と研究遂行意欲、コミュニケーション能
力とプレゼンテーション能力を習得するための教
育課程を編成している。 
３）授業の単位、授業時間、授業の方法 
単位数は、１単位の授業科目を 45時間の学修を

必要とする内容をもって構成され、この 45時間の
学修は、講義、演習等の授業時間に加えて、学生
が自主的に行う準備、学修等の自習時間が含まれ
る。卒業に必要な修得単位数の下限は、工学部の
機械工学科及び電気工学科は 128 単位、応用化学
科は 127 単位、数理情報科学科及び医薬工学科は
124 単位であり、６年制の薬学部薬学科は 203 単
位である。 
授業時間は、原則として 90分授業を 16回(試験

１回を含む)で行う。集中講義を行う場合、原則と
して 90 分、１日３回を超えないようにし、16 回
分の授業数を確保している。 
単位制の趣旨を保つために、学生が予習や復習

など授業外において学習する具体的な内容をシラ
バスに提示し、学生が主体的に授業のための事前
及び事後学習を展開できるように工夫している。
授業科目を履修することで、学生は何ができるよ
うになるのかということを明確化し、学修期間終
了時に、学修者が知り、理解し、行い、実演できる
ことを期待される内容を言明した「学習・教育到
達目標」を、者が獲得すべき知識、スキル及び態
度としてシラバスに示している。科目については
DPに関連した CPに基づき配置されており、CP,DP
は学修簿に掲載されており、シラバスの「学習・
教育到達目標」と関連性を持たせている、該当科
目で主な到達目標には◎、付随的な到達目標には
〇を付している。 
このほか、アクティブ・ラーニングの活用、オ

ンライン授業の活用、授業補助者の活用等を記載
するように工夫している。シラバスについては、
公開前に点検期間を設けており、各学科の教務幹
事が中心となり確認している。 
４）履修科目の登録の上限 
１単位 45 時間を確保するために履修科目の登

録上限を設定しており、１年間の登録単位数の上
限を工学部では 46 単位、薬学部では 50 単位とし
ている。 

 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 
シラバスの記載内容を工夫し、学生が主体的に授業のための事前及び事後学習を展開できるようにしてい

る。 

改善を要する点 現状の入試制度の検証を行い、さらなる多様な学生の確保に努める。 

  

図 段階的な知識修得システム 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学設置基準 

① 

第二条の二（入学者選抜） 
 入学者の選抜は、学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百六十五条の二
第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整
えて行うものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大
学学則 
第 22 条（入学資格） 
第 23 条（入学者選考） 

〇山陽小野田市立山口東京理科大
学入試委員会規程 

〇山陽小野田市立山口東京理科大
学入学試験実施規程 

〇山陽小野田市立山口東京理科大学 WEBページ  
・入学者受入れの方針（工学部） 

 ・入学者受入れの方針（薬学部） 

※ 大学に入学できる者の資格については、学校教育法第九十条を参照すること 

② 

第十九条（教育課程の編成方針） 
 大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める
方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 
２ 教育課程の編成に当たつては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するととも

に、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮し
なければならない。 

３ 大学に専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力
を有する教員を置く場合であつて、当該教員が一年につき六単位以上の授業科目を担当する
場合には、大学は、当該教員が教育課程の編成について責任を担うこととするよう努めるも
のとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大
学学則 
第 6 条（教育課程） 

〇山陽小野田市立山口東京理科大
学 WEB ページ 
・教育課程の編成方針（工学部） 
・教育課程の編成方針（薬学部） 
 

※ 学位規程については、学位規則第十三条を参照すること 

③ 
第二十条（教育課程の編成方法） 
 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当し
て編成するものとする。 

〇学修簿 

・授業科目表（工学部） 
・授業科目表（薬学部） 

④ 

第二十一条（単位） 
 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。 
２ 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする

内容をもつて構成することを標準とし、第二十五条第一項に規定する授業の方法に応じ、当
該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十
五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものと
する。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める
時間の授業をもつて一単位とすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これ
らの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要
な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第 9 条(単位制及び単位の計算方

法) 

〇学修簿 

・授業科目表（工学部） 
・授業科目表（薬学部） 

⑤ 
第二十二条（一年間の授業時間） 
 一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。 

山陽小野田市立山口東京理科大学学則 

第 19 条(学期及び授業期間) 

⑥ 

第二十三条（各授業科目の授業時間） 
 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その
他の大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第 9条(単位制及び単位の計算方法)  

〇山陽小野田市立山口東京理科大学 WEBページ  

・授業予定 

⑦ 

第二十五条（授業の方法） 
 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行
うものとする。 
２ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度

に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 
３ 大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多

様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合につい
ても、同様とする。 

４ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属
施設以外の場所で行うことができる。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第 9条(単位制及び単位の計算方法)  

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学 WEB ページ 

・シラバス（工学部） 

・シラバス（薬学部） 
 

⑧ 

第二十五条の二（成績評価基準等の明示等） 
 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示す
るものとする。 
２ 大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保す

るため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切
に行うものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大
学学則 
第 11 条(学修成果の評価) 

〇山陽小野田市立山口東京理科大
シラバス 

〇山陽小野田市立山口東京理科大学 WEBページ  
・学修成果の評価基準 
〇山陽小野田市立山口東京理科大学 WEB ページ  
・成績に関する異議申
し立て 

※ 卒業の要件については、大学設置基準第三十二条、学校教育法施行規則第百四十七条を参照
すること 

⑨ 
第二十七条（単位の授与） 
 大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の大学が定める適切な方法に
より学修の成果を評価して単位を与えるものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第 10 条（単位の認定） 

⑩ 

第二十七条の二（履修科目の登録の上限） 
 大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が
修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる
単位数の上限を定めるよう努めなければならない。 
２ 大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生につい
ては、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大

学学則 

第 11 条の 2（履修科目の登録の上

限） 

   

https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000179.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000179.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000147.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000147.html
http://www.socu.ac.jp/departments/engineering.html#apKougaku
http://www.socu.ac.jp/departments/pharmacy.html#apYakugaku
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/departments/engineering.html#:%7E:text=%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC%EF%BC%88%E6%95%99%E8%82%B2,%E8%BA%AB%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/departments/pharmacology.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/summary/release.html#:%7E:text=%E6%8E%88%E6%A5%AD%E4%BA%88%E5%AE%9A,%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E9%83%A8
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
http://www.socu.ac.jp/departments/syllabus-shokai.html
http://www.socu.ac.jp/departments/syllabus-shokai.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000002.html
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 ハ 教育課程に関すること （②大学院）                      

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）入学者選抜 
大学院においては、研究科幹事会で入学者選抜

の原案を作成し、研究科会議において決定してい
る。 

修士課程の入学者選抜は、面接（口頭試問）、出
身大学の成績等により行い、博士後期課程は TOEIC
のスコア、面接（口頭試問）、出身大学の成績等の
ほか、修士論文及び修士課程の成績を持って研究
科委員会の議を経て入学者決定会議で承認を得て
いる。 

また、外国人留学生を対象とした外国人留学生
特別選抜の他、工学研究科では 2024年度から社会
人を対象とした社会人特別選抜を導入し、多様な
入学者の確保に努めている。 
２）教育課程の編成方針 
課程制大学院制度の趣旨に沿い、専門科目、教

養科目、研究科目の科目区分毎に、ディプロマ・
ポリシーを達成するために必要な授業科目を配置
し、学生が体系的に履修できるコースワーク型の
教育課程を編成することにより、専攻分野に関す
る高度な専門的知識・能力の修得に加え、関連す
る分野の基礎的素養の涵養等を図っている。 

教育課程は、専攻のカリキュラム・ポリシーに
基づき、授業科目の授業及び研究指導により体系
的に編成している。 

工学専攻修士課程は、機械・制御工学分野、電
気・電子工学分野、情報科学分野、物質科学分野、
有機・生物化学分野の５つの専門分野からなり、
横断的・学際的な視点をもって理工学分野を展望
し、広い視野に立ち学識を養うようにしている。 
工学専攻博士後期課程は、機械・制御工学分野、

物質科学分野の２つの専門分野によりそれぞれの
特徴を活かしつつ相互に関連した教育課程を編成
している。 

数理情報科学専攻修士課程は、数理システム 
科学、生命・医療システム科学、情報システム科学、
知能・認知科学の４つの主専攻から成り、横断的に物
事を俯瞰できる能力を養成するために、メジャー・マイ
ナーを修得することができる教育課程を編成してい
る。学生は同時に複数の専門分野を学ぶことができ、
様々な分野で視野を広げ、幅広い知識を得ることが
できる。 

薬学研究科薬学博士課程は、医薬系薬学、基礎
系薬学、社会系薬学の専門領域を基に、社会人教育
プログラムを含めた６つの教育プログラムを編成し、 

薬学を探求し、時代の要望に豊かな発想で対応で
きる教育課程となっている。 
３）研究指導 
学生の研究指導については、研究に即した研究

計画を定めるため、研究指導教員は学生と面談の
上、研究の内容、計画、方法等を明示した「研究指
導計画書」を作成する。 

なお、工学研究科（修士課程・博士後期課程）に
ついては、アドバイザー教員は必要に応じて研究
生活に係る事項について相談を受ける。入学から
修了までの研究指導のスケジュールを大学院要覧
に掲載し、あらかじめ学生に示している。授業方
法については、講義、グループワークやディスカ
ッションを取り入れた演習、プレゼンテーション
を含んでいる。 
４）学位論文評価基準 
学位論文に係る評価の客観性及び厳格性を確保

するため、学校教育法施行規則第 172 条の２第３
項及び大学院設置基準第 14 条の２第２項の規定
に基づき、学位論文が満たすべき水準、審査委員
の体制、審査の方法、審査項目を記載した「学位
論文評価基準」を定め、ホームページに掲載し学
生に対してあらかじめ明示している。 
また、学位審査に係る相談・通報窓口をホーム

ページに掲載し、学位審査に関して教育職員に対
し公明正大な態度で臨むことを徹底するととも
に、通報・相談窓口の設置等により本学が授与す
る学位の審査における透明性及び客観性を確保す
るための学位審査体制の確立に努めている。 
学位論文審査は論文審査前年度に研究の進捗を

確認するため、中間発表を行う。修士課程につい
ての論文審査は指導教員と当該専門分野の教員２
名以上を選抜し合否を決定する。博士後期課程は
研究指導教員５名以上からなる学位論文審査委員
会を設け、論文審査を行う。 
５）成績評価基準・修了要件 
授業科目を履修することで、学生は何ができるよう

になるのか、科目の到達目標を考慮した学修教育到
達目標と成績評価基準をシラバスに示している。 
なお、大学院の修了要件については、所定の単位

を修得した上で「上記論文の審査及び最終試験に合
格した者」と大学院学則に規定するとともに、早期修
了の要件を含め大学院要覧に記載して、あらかじめ
学生に対して明示している。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 特になし。 

改善を要する点 研究室での課題解決型セミナーを行うことにより、学生の学修意欲の向上を促進する。 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学院設置基準 

① 

第一条の三（入学者選抜） 
 入学者の選抜は、学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百六十五条の二
第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整
えて行うものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則  
第 20 条の 2（入学資格） 
第 21 条（入学試験） 

〇山陽小野田市立山口東京理科大学入学試験実施規程  
〇大学院入学者受入れ方針 

（工学研究科工学専攻） 
（工学研究科機械工学専攻） 
（工学研究科電気工学専攻） 
（工学研究科応用化学専攻） 
（工学研究科数理情報科学専攻） 
（薬学研究科薬学専攻博士課程） 

② 

第十一条（教育課程の編成方針） 
 大学院は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定め
る方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以
下「研究指導」という。）の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。 
２ 教育課程の編成に当たつては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を

修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮
しなければならない。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則  

○・教育課程の編成方針 
（工学研究科機械工学専攻） 
（工学研究科電気工学専攻） 
（工学研究科応用化学専攻） 

（工学研究科工学専攻） 
（工学研究科数理情報科学専攻） 

（薬学研究科薬学専攻博士課程） 

・カリキュラムマップ 

○山陽小野田市立山口東京理科大学大学院工学研究科細則 

※ 学位規程については、学位規則第十三条を参照すること 

③ 

第十二条（授業及び研究指導） 
 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によつて行うものとする。 
２ 大学院は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の大学

院が定める者に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合
は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、当該授業科目を担当する教員以外の教
員に授業の一部を分担させることができる。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則  

第 8 条（教育方法） 

④ 

第十三条（研究指導） 
 研究指導は、第九条の規定により置かれる教員が行うものとする。 
２ 大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研

究指導（共同教育課程を編成する専攻の学生が当該共同教育課程を編成する大学院において
受けるもの及び国際連携教育課程を編成する専攻の学生が当該国際連携教育課程を編成する
大学院において受けるものを除く。以下この項において同じ。）を受けることを認めることが
できる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、
一年を超えないものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則  

第 8 条（教育方法） 

第 9 条（研究指導委託） 

第 34 条（授業及び研究指導の担

当） 

⑤ 

第十四条の二（成績評価基準等の明示等） 
 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指
導の計画をあらかじめ明示するものとする。 
２ 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たつては、客観性及

び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準
にしたがつて適切に行うものとする。 

〇山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則  
○山陽小野田市立山口東京理科大学学位規則 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院工学研究科細則 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学 WEB ページ 

〇学修成果に対する評
価の方針 

※ 修士課程及び博士課程の修了要件については、大学院設置基準第十六条・第十七条、学位規
則第三条・第四条を参照すること 

※ 学位論文に係る評価にあたつての基準の公表については、学校教育法施行規則第 172 条の
2 第 3 項を参照すること 

⑥ 

第十五条（大学設置基準の準用） 
 大学院の連携開設科目、各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業を行う学生数、授業
の方法及び単位の授与、連携開設科目に係る単位の認定、他の大学院における授業科目の履修
等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育課程の履修並びに科目等履修生等につい
ては、大学設置基準第十九条の二、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十七条
の三、第二十八条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第二十九条、第三十条
第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）及び第四項、第三十条の二並びに第三十一
条（第四項を除く。）の規定を準用する。この場合において、同令第十九条の二第一項中「前条
第一項」とあるのは「大学院設置基準第十一条第一項」と、同項第二号中「第四十五条第三項」
とあるのは「大学院設置基準第三十三条第三項」と、同令第二十八条第一項中「六十単位」と
あるのは「十五単位」と、同条第二項中「及び外国の」とあるのは「、外国の」と、「当該教育
課程における授業科目を我が国において」とあるのは「当該教育課程における授業科目を我が
国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施
に伴う特別措置法（昭和五十一年法律第七十二号）第一条第二項に規定する千九百七十二年十
二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学（第三十五条第一項において
「国際連合大学」という。）の教育課程における授業科目を」と、同令第二十九条第一項中「短
期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修」とある
のは「学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程（履修資格を有する者が、
同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。）にお
ける学修」と、同条第二項中「前条第一項及び第二項」とあるのは「大学院設置基準第十五条
において読み替えて準用する前条第一項及び第二項」と、「六十単位」とあるのは「十五単位」
と、同令第三十条第一項中「第三十一条第一項及び第二項」とあるのは「大学院設置基準第十
五条において読み替えて準用する第三十一条第一項及び第二項」と、同条第四項中「前三項」
とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する第一項（第二項において準
用する場合を含む。）」と、「第二十八条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）及
び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位」とあ
るのは「十五単位を超えないものとし、かつ、同令第十五条において読み替えて準用する第二
十八条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）及び前条第一項により当該大学院に
おいて修得したものとみなす単位数と合わせて二十単位」と、同令第三十条の二中「修業年限」
とあるのは「標準修業年限」と、「卒業」とあるのは「課程を修了」と、同令第三十一条第二項
中「特別の課程を履修する者」とあるのは「特別の課程（履修資格を有する者が、同法第百二
条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。）を履修する者」と
読み替えるものとする。 

（大学院設置基準第 13条及び第 14

条の 2 と同一） 
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http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000147.html
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https://www.socu.ac.jp/departments/major-in-mechanical-engineering.html
https://www.socu.ac.jp/departments/major-in-electrical-engineering.html
https://www.socu.ac.jp/departments/major-in-applied-chemistry.html
https://www.socu.ac.jp/informatics-data-science/graduateschool.html#:%7E:text=%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC,%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/departments/graduate-school-of-pharmaceutical-sciences.html#:%7E:text=%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC,%E5%90%91%E4%B8%8A%E5%BF%83%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%A4%E4%BA%BA%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html
https://www.socu.ac.jp/departments/major-in-mechanical-engineering.html
https://www.socu.ac.jp/departments/major-in-electrical-engineering.html
https://www.socu.ac.jp/departments/major-in-applied-chemistry.html
https://www.socu.ac.jp/departments/graduate-school-of-engineering.html#:%7E:text=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E7%B7%A8%E6%88%90,%E6%B6%B5%E9%A4%8A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/departments/graduate-school-of-engineering.html#:%7E:text=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E7%B7%A8%E6%88%90,%E6%B6%B5%E9%A4%8A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/informatics-data-science/graduateschool.html#:%7E:text=%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC,%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%92%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/informatics-data-science/graduateschool.html#:%7E:text=%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC,%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%92%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/departments/graduate-school-of-pharmaceutical-sciences.html#:%7E:text=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E7%B7%A8%E6%88%90%E3%83%BB%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%AE,%E7%A7%91%E7%9B%AE%E3%82%92%E9%85%8D%E7%BD%AE%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/departments/graduate-school-of-pharmaceutical-sciences.html#:%7E:text=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E7%B7%A8%E6%88%90%E3%83%BB%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%AE,%E7%A7%91%E7%9B%AE%E3%82%92%E9%85%8D%E7%BD%AE%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/departments/syllabus.html#:%7E:text=%E3%83%84%E3%83%AA%E3%83%BC-,%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2,%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97,-JABEE%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E6%95%99%E8%82%B2
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000146.html#e000000048
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E6%95%99%E8%82%B2%E6%96%B9%E6%B3%95),%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82)%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E6%95%99%E8%82%B2%E6%96%B9%E6%B3%95),%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82)%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%A7%94%E8%A8%97,%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E6%8E%88%E6%A5%AD%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%A0%94%E7%A9%B6,%E3%81%AF%E3%80%81%E5%88%A5%E3%81%AB%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html#:%7E:text=(%E6%8E%88%E6%A5%AD%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%A0%94%E7%A9%B6,%E3%81%AF%E3%80%81%E5%88%A5%E3%81%AB%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000003.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000145.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000146.html#e000000048
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000146.html#e000000048
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 ニ 施設及び設備に関すること                           

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）校地 
校地面積は 79,835 ㎡、校舎面積は 42,331 ㎡、

運動場用地は 9,516 ㎡であり、大学設置基準を満
たし、広々とした敷地で自然豊かなキャンパスに
は、学生が交流、休息その他に必要な施設や最新
設備が備えられている。また、キャンパスはＪＲ
小野田線の雀田駅から徒歩 5分の距離にある。 
２）運動場 
キャンパス内には、体育館のほか、トレーニン

グルーム及び運動場（面積 9,516㎡）を配備し、
授業や課外活動等で有効活用している。体育館 1
階のアリーナでは、バレーボール、バスケットボ
ール、剣道等の活動ができ、多目的文化施設内の
トレーニング室は、ウエイトトレーニング用の器
具を整備し、運動場では野球やアメリカンフット
ボール等の球技を行っている。また、2025 年 6月
に完成予定のテニスコートは、人工芝のオムニコ
ート３面とハードコート１面の全天候型で、雨な
どの天候に左右されずに利用することができるよ
う整備を進めている。 
３）校舎施設等 
建物の耐震基準については、昭和 56（1981）年

に定められた「新耐震基準」に基づいて設計施工
されており、安全性が確保されている。また、工
学部における学科の新設に伴い 2025 年 4 月に完
成した１０号館には、講義室、研究室の他、学科
の枠を超えた学生同士の交流や共同学修を活発化
させる教育環境施設としてラーニングコモンズが
整備されている。生活環境に係る施設・設備のバ
リアフリー化に関しては、多目的トイレ、エレベ
ーター、スロープ等を整備しこれらを記載したサ
ポートマップをホームページに掲載している。研
究室については専任の教員に対し、備えることと
している。講義室、演習室、実験・実習室は、２号
館、３号館、５号館、６号館、７号館、８号館及び
１０号館に配置され、適切な運用が行われている。 
学生が中央の講義スペースで全体討議を行い、

周囲にある 15 室のスモールディスカッションル
ームに分かれてグループ討議を行うことで、プレ
ゼンテーション能力等を身につけることができる
施設を備えている。 

また、防犯対策については、警備員による定期的
な学内巡視を行っており、防犯カメラも適切に設置し
常時キャンパス内の安全・防犯面に配慮している。 
 

４）教育上必要な資料及び図書館 
図書館は、教育研究上必要な資料を系統的に収

集するとともに、資料提供の利便性向上を図って
いる。学術情報入手のための所蔵資料検索データ
ベースに加え、電子資料を各種文献データベース
の検索結果から文献情報などの入手をサポートす
るツールとしてリンクリゾルバを導入している。
電子ジャーナル 985 種、電子ブック 1,087 冊、デ
ータベース 11 種を備え VPN 接続環境を整備しリ
モートアクセスを前提とした、学生ニーズに即し
た使い勝手の良い図書館利用環境となっている。
また、他機関との協力として、山陽小野田市立図
書館との相互利用協定に基づき、本学図書館を通
じて市立図書館所蔵資料を貸借可能となってお
り、教育研究に限らない多様性のある情報へのア
クセスを保証している。 

図書館の職員の配置については、図書館職員 5
名の内、司書有資格者 3名を配置している。 

また、研究開発分野を目指す学生が多い本学の
特徴から、本館内にアクティブ・ラーニング室を
設置し、学生の協働学修活動を支援している。 
５）機械・器具等 
 研究に欠かせない大型の測定装置を研究機器セ
ンターに集積し研究室の枠組みを超えて、学生、
教員及び民間の企業との共同研究等が行える体制
を整えている。 
情報処理のための施設として、５号館にコンピ

ュータ実習室と学生が自由に利用できるコンピュ
ータラウンジを、６号館に CBT でも活用するコン
ピュータラウンジを２室設置している。また、学
生が所有するノート PC を学内ネットワークに接
続するための無線 LAN アクセスポイントを多数設
置している。 
大学構内と、市が管理する自然公園「江汐公園」の

２箇所に、薬学部附属薬用植物園を設置し、薬学教
育を行うのに必要な薬用植物の栽培や育苗、収穫を
行っている。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 

学生生活意識調査に基づき、学生が様々な活動がしやすい環境を整備している。図書館では、資料構成に

常に目配りをして、必要に応じて、重点配分予算を用いて年度毎に柔軟かつ敏速に対応できる体制を整えて

いる。 

改善を要する点 既存の施設・設備の更なる充実を図り、大学全体の教育・研究環境の整備に努める。 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学設置基準 

① 

第三十四条（校地） 
 校地は、学生間の交流及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわし
い環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに適当な空地を有する
ものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由によ

り所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有する
ことができないと認められる場合において、学生が交流、休息その他に利用するため、適当
な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じ
ている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。 

３ 前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものと
する。 
一 できる限り開放的であつて、多くの学生が余裕をもつて交流、休息その他に利用でき

るものであること。 
二 交流、休息その他に必要な設備が備えられていること。 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学 WEB ページ 

・キャンパス・附属施設紹介 

○認証評価共通基礎データ 

※ 必要な校地の面積については、大学設置基準第三十七条を参照すること 

② 

第三十五条（運動場等） 
 大学は、学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のス
ポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学 WEB ページ 

・キャンパス・附属施設紹介 

○認証評価共通基礎データ 

③ 

第三十六条（校舎） 
 大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医
務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。 
２ 教室は、学科又は課程に応じ、講義、演習、実験、実習又は実技を行うのに必要な種類と

数を備えるものとする。 
３ 研究室は、基幹教員及び専ら当該大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるも

のとする。 
４ 夜間において授業を行う学部（以下「夜間学部」という。）を置く大学又は昼夜開講制を実
施する大学にあつては、教室、研究室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支
障のないようにするものとする。 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学 WEB ページ 

・キャンパス・附属施設紹介 

○認証評価共通基礎データ 

○大学生活意識調査 

※ 必要な校舎の面積及び設置する学部または学科ごとに必要な附属施設については、大学設
置基準第三十七条の二・第三十九条・別表第三を参照すること 

※ 大学院を置く場合、大学院設置基準第十九条・第二十二条も参照すること 
※ 二以上の校地において教育研究を行う場合、大学設置基準第四十条の二、大学院設置基準第

二十二条の二を参照すること 

④ 

第三十八条（教育研究上必要な資料及び図書館） 
 大学は、教育研究を促進するため、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方
法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）により
提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料（次項において「教育研究上必要な資料」
という。）を、図書館を中心に系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供するものとす
る。 
２ 図書館は、教育研究上必要な資料の収集、整理を行うほか、その提供に当たつて必要な情

報の処理及び提供のシステムの整備その他の教育研究上必要な資料の利用を促進するために
必要な環境の整備に努めるとともに、教育研究上必要な資料の提供に関し、他の大学の図書
館等との協力に努めるものとする。 

３ 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専属の教員又
は事務職員等を置くものとする。 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学図書館規程 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学 WEB ページ 

・図書館について 

○認証評価共通基礎データ 

 

※ 大学院を置く場合、大学院設置基準第二十一条も参照すること 

⑤ 

第四十条（機械、器具等） 
 大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及
び標本を備えるものとする。 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学研究機器センター規程 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学機械設計工作センター規程 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学薬学部附属薬用植物園規程 

※ 大学院を置く場合、大学院設置基準第二十条も参照すること 

 
③については、以下の省令により従前の例によることができる。 
大学設置基準等の一部を改正する省令（令和 4年 9 月 30 日文部科学省令第 34号） 
附則 第四条 
この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例による
ことができる。 
一この省令による改正後の大学設置基準第三十六条第一項及び第三項並びに同令中教員に関する規定 
（以下省略）   

http://www.socu.ac.jp/summary/campusmap.html
http://www.socu.ac.jp/summary/campusmap.html
http://www.socu.ac.jp/summary/campusmap.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000113.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000113.html
https://www.socu.ac.jp/laboratory/index.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000202.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000202.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000203.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000203.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000207.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000207.html
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 ホ 事務組織に関すること                              

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）事務組織 
事務組織は、「公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学事務組織規程」に基づき、事務局
を置き、総務部、管財部、教育推進部、学生支援
部、研究推進部、地域連携推進部、図書館事務室
を置き、必要な職員を配置している。事務組織の
重要事項及び組織運営に関することを審議する事
務運営会議を月次で開催し、業務の改善や各業務
間の調整を行っている。 

教育・研究活動及び社会貢献活動は支援体制を
構築している。学生支援では学生支援課が中心と
なり学生の学生生活意識調査を実施し、学生部委
員会と教職協働で学生満足度の向上に努めてい
る。また、ダイバーシティ推進室では女性活躍推
進の行動計画を作成し、女性人材の活用・登用を
進めている。事務局では 2024年度の係長級以上の
管理職における女性の登用は 50.0％となってい
る。 
本学では、第二期中期計画において「第４ 業務

運営の改善及び効率化に関する目標」を達成する
ために「人事制度と人材育成に関する目標を達成
するための措置」を掲げ、教職員にインセンティ
ブが働く仕組みを確立するとともに、教職員研修
の充実として、管理運営及び教育研究支援等の向
上に向けた組織的な職員研修（ＳＤ活動）を計画
的に実施することとしている。 
このため「事務職員人材育成基本方針」を定め、

職員として求められる意識・意欲と各職階に求め
られる役割と能力を明確化し、それに応じた人事
管理や人材育成等の主な取り組みを示し、職員一
人ひとりがモチベーションを高く維持しつつ自ら
の能力を発揮、向上できるように階級別研修等を
行い組織全体で人材育成に努めている。 
２）厚生補導の組織 
学生部委員会は学生生活支援及び厚生補導全般

に関して担当する組織で、学生部長、学科及び共
通教育センターから選出された 10 名の教員及び
学生支援課長で構成されている。原則として、毎
月 1 回定例で委員会を開催し、学生生活支援及び
厚生補導全般に関する事項を審議している。 

学校保健安全法第７条に基づき保健室を設置
し、健康診断、健康相談、心理・精神保健相談、応
急措置等を適切に行っている。 
学生相談室は、臨床心理士（公認心理士）４名

がカウンセラーとして常駐し、学生生活全般に関 

する相談や問題を抱える学生への支援相談を受け
付ける。 
これにより、学生自身が相性の良いカウンセラ

ーを選ぶことが可能となり、カウンセラーとの信
頼関係を早期に築くことができる。また、学生部
委員会委員がチューター以外の相談窓口として役
割を担い、学生支援課では、学生からの要望・意
見を窓口で受け付け、相談内容により学生部委員
会や教務幹事と連携しながら適切なアドバイスを
行っている。 

（本学 HP URL） 
https://www.socu.ac.jp/campus-
life/soudan-hoken.html 
 

３）社会的及び職業的自立を図るために必要な能
力を培うための体制 
教育課程内外にわたる社会的・職業的自立に関

する指導等の実施に向け、就職指導に関わる教員
「就職幹事」、進路支援に関わる職員、キャリアコ
ンサルタント、ジョブサポーターを配置し、キャ
リア教育の充実と就職・進学の支援を行う体制を
整備している。学生一人ひとりの就職活動情報は、
進路支援課が一元管理し、教員と事務職員がその
情報を共有し、きめ細かい支援を行っている。キ
ャリア教育の一環として「リーダーシップ論」で
は、産業界の経営者やリーダーを講師として招聘
し、討論と分析・発表等を行い、ビジネス社会に
おけるリーダー育成、起業家精神、グローバル思
考の重要性を認識させるとともに、意思決定、分
析力、価値観を醸成し、行動に繋げるきっかけを
与え、リーダーシップとマネジメントスタイルに
ついて学んでいる。 
大学院における社会的・職業的自立に関する指導

として、大学院工学専攻修士課程 1 年次の必修科目
として「キャリア研究」と「技術マネジメント論」、数理情
報科学科専攻修士課程 1 年次の選択科目として「地
方創生デジタル演習」、「経営戦略論」を開講し、修士
の学位の有する者として社会で活躍する心構えを養
っている。 
以上のように、本学は学生に対して幅広く、きめ細

かな支援を適切に実施している。 
４）大学院運営の組織 
大学院に係る事務は、事務局教育推進部教務課

が所掌し、大学院の研究科会議、研究科委員会及び
研究科幹事会の事務局を担当している。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 
大学内の組織間の有機的な連携を図りながら教育課程内外にわたる社会的・職業的自立に関する指
導を行っている。 

改善を要する点 教職協働で教育・研究・社会貢献、学生生活満足度の向上に努める。 

  

https://www.socu.ac.jp/campus-life/soudan-hoken.html
https://www.socu.ac.jp/campus-life/soudan-hoken.html
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学設置基準 

① 

第七条（教育研究実施組織等） 
 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、その規模並びに授与する学位の種類及び分
野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。 
２ 大学は、教育研究実施組織を編制するに当たっては、当該大学の教育研究活動等の運営が

組織的かつ効果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働
や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。 

３ 大学は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等
の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとす
る。 

４ 大学は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、
大学運営に係る企画立案、当該大学以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報シス
テム並びに施設及び設備の整備その他の大学運営に必要な業務を行うため、専属の教員又は
事務職員等を置く組織を編制するものとする。 

５ 大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、
社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培
うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとす
る。 

６ 省略 
７ 省略 

○公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学事務組織規程 

○公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学事務分掌規程 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学大学学生部規程 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学厚生保健施設運営規程 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学就職幹事会規程 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学インターンシップ委員会 

○公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学事務運営会議規程 

 大学院設置基準 

② 

第八条（教育研究実施組織等） 
 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学
位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するも
のとする。 
２ 大学院は、当該大学院の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、教員及び

事務職員等相互の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に
留意するものとする。 

３ 大学院は、学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補
導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。 

４ 大学院は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、
大学院運営に係る企画立案、当該大学院以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報
システム並びに施設及び設備の整備その他の大学院運営に必要な業務を行うため、専属の教
員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。 

５ 省略 
６ 省略 
７ 省略 
８ 省略 

○公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学事務組織規程 

○公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学事務分掌規程 

  

http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000010.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000010.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000061.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000061.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000176.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000176.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000139.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000139.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000240.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000240.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000241.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000241.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000014.html
https://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000014.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000010.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000010.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000061.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000061.html
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 ヘ 卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に関すること  

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）３つのポリシーの位置づけ 
本学では、建学の精神及び目的を踏まえた上で、

学部・学科・研究科ごとに、学位授与の方針（ディ
プロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カ
リキュラム・ポリシー）及び入学者受入れの方針
（アドミッション・ポリシー）を定めており、こ
れらの方針に則り入学者の受入れ、教育課程の実
施、学位授与を行っている。 
これら３つのポリシー（3P）は、学部入学時に

配布される学修簿、大学院入学時に配布される大
学院要覧及び大学ホームページを通して教職員、
学生をはじめ広く社会に公表している。 
なお、学部・大学院の３つのポリシーの一貫性・

整合性について、大学として組織的・継続的な点
検・検証に取り組む組織体制を整備するため、「内
部質保証推進会議」規程を整備した。 
２）学位授与の方針（ディプロマポリシー,DP） 
学生が身に付けるべき資質・能力の目標を明確

にし、何ができるようになるかに力点を置いて、
どのような学修成果を上げれば卒業・修了を認定
し、学位を授与するのかという学位授与方針を定
めている。 
３）教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポ
リシー,CP） 
上記「学位授与の方針」を達成するために、学

修簿にカリキュラムマップを掲載し、主体的に取
り組む科目、付随的に取り組む科目との関係を明
確にし、それぞれの科目の関係性を周知している。 

大学院においても教育課程編成・実施の方針を
定め、大学院要覧及び大学ホームページに掲載し、
周知している。また、工学専攻の専門分野と工学
部との関連を明確にするため、大学院要覧に掲載
している。 
４）入学者受入れの方針（アドミッションポリシ
ー,AP） 
入学者の受入れに関する方針に基づき、「学校推

薦型選抜」「総合型選抜」「一般選抜」の３種別の
入試方式があり、各々の選抜方式について、入学
者選抜要項にて公表している。学力の３要素を「特
に重視して評価する項目は◎」、「重視して評価す
る項目は〇」で記載し、可視化している。例えば、
工学部の学校推薦型選抜では、筆記試験で基礎学
力を◎、面接では「思考力、判断力、表現力」を◎
とし、その他の「知識・技能」や「主体性、多様
性、協働性」を出願書類で〇として評価する等、
具体的に評価項目を図表で示している。 

５）ディプロマポリシー（ＤＰ）とカリキュラム
ポリシー（ＣＰ）の整合性の確保 
本学における「卒業の認定に関する方針」と「教

育課程の編成及び実施に関する方針」との整合性・
一貫性は、カリキュラムマップ及びカリキュラム
ツリーによる項目ごと並びに開講科目ごとの関連
性の明確化により確保されている。即ち、各学部・
学科の(専門)科目とディプロマ・ポリシーの相関
関係がカリキュラムマップにより、また、(専門)
科目の順序性や体系性、履修順序等がカリキュラ
ムツリーにより、それぞれ明確化されている。 
また、学位プログラム責任者である学科主任の

教員は、「ディプロマ・ポリシー達成度に対する学
生自己評価アンケート調査」を実施して、自己点
検・評価を行なっている。なお、調査結果は教授
総会で報告し、情報を共有している。学習者が何
を学び、何を身に付けることができるのかを明確
にし、学修者一人ひとりの学修成果・教育成果を
把握・可視化し、学修者自身による達成度は十分
であるか、ＤＰとカリキュラムマップ、授業科目
とは整合しているか、学修成果を測定できないＤ
Ｐはないか、授業内容の変更が必要な科目はない
か、ＤＰは学位プログラムの到達目標として適切
であるか、学生の達成度を高めるために必要なこ
とはないか等を検証している。 

また、毎年度に取りまとめるＦＤ活動報告書を
基に、学位プログラムの自己点検を行い、ディプ
ロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーの変更、
授業科目の変更、授業内容・教育方法の見直し、
教育付加価値の向上等について、次年度に向けた
教育に関する改善策を学長に報告している。 
６）これまでの取り組み 
法人の第２期中期計画にて教育課程編成方針等

の明確化を掲げ、毎年この目標を達成するための
年度計画を設定している。2021年度は、学修成果
に対する評価の方針を明確にし、学修成果の可視化
と、学位授与の方針、教育課程の編成方針、履修系
統図、入学者受入れの方針等の見直しを行うことを掲
げ、アセスメントポリシーの策定及び公開や、３つのポ
リシーを見直し、一部の学科で授業科目を改編した。 
2023年度には、薬学部薬学科において、ディプ

ロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーを全面
的に改編すると共に教育課程と授業科目を見直
し、2024年 4月から施行している。 
2024年度は、学部・大学院の３つのポリシーの

一貫性・整合性について、大学として組織的・継
続的な点検・検証に取り組む組織体制を整備する
ため、「内部質保証推進会議」規程を整備した。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 特になし。 

改善を要する点 特になし。 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法施行規則 

① 

第百六十五条の二 
 大学は、当該大学、学部又は学科若しくは課程（大学院に当っては、当該大学院、研究科又
は専攻）ごとに、その教育上の目的を踏まえて、次に掲げる方針を定めるものとする。 

一 卒業又は修了の認定に関する方針 
二 教育課程の編成及び実施に関する方針 
三 入学者の受入れに関する方針 

２ 前項第二号に掲げる方針を定めるに当っては、同項第一号に掲げる方針との一貫性の確保
に特に意を用いなければならない。 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学 WEB ページ 

・建学の精神 

・教育研究上の目的 

・卒業の認定に関する方針（工学

部） 

・教育課程の編成及び実施に関す

る方針（工学部） 

・入学者受入れの方針（工学部） 

・卒業の認定に関する方針（薬学

部） 

・教育課程の編成及び実施に関す

る方針（薬学部） 

・入学者受入れの方針（薬学部） 

・学修成果に対する評
価の方針   

http://www.socu.ac.jp/summary/vision.html
http://www.socu.ac.jp/uploads/images/mokuteki_2019.pdf
http://www.socu.ac.jp/departments/engineering.html
http://www.socu.ac.jp/departments/engineering.html
http://www.socu.ac.jp/departments/engineering.html
http://www.socu.ac.jp/departments/engineering.html
http://www.socu.ac.jp/departments/engineering.html#apKougaku
https://www.socu.ac.jp/departments/pharmacy.html
https://www.socu.ac.jp/departments/pharmacy.html
https://www.socu.ac.jp/departments/pharmacy.html
https://www.socu.ac.jp/departments/pharmacy.html
https://www.socu.ac.jp/departments/pharmacy.html
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 ト 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること         

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）教育研究活動等の情報公表 
学校教育法施行規則第 172 条の２（教育研究活

動等の情報の公表）に規定された教育情報につい
ては、法令を遵守し、大学ホームページで公表し
ている。本学では、山陽小野田市立山口東京理科
大学教育研究活動等の情報公表に関する取扱要領
を定め、次の情報を公表している。 
・大学の教育研究上の目的（建学の精神、教育研
究理念、学部・大学院の教育研究上の目的） 
・教育研究上の基本組織（学部・大学院の紹介） 
・教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位
及び業績 
・入学者に関する受入れの方針、入学者数及び入
学者推移、収容定員数、在籍学生数、退学者数、卒
業・修了者数、就職・進学状況等 
・授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授
業の計画（シラバス、授業予定等） 
・学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定
に当たっての基準（取得可能学位一覧、学位授与
の方針、学部卒業所要単位数、大学院修了の要件、
学部別進級率、学位授与数、薬学共用試験結果等） 
・校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教
育研究環境 
・授業料、入学料、その他の大学が徴収する費用 
・大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健
康等に係る支援 
・教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び
能力に関する情報 
・動物実験委員会に関する情報 
・薬学部自己点検・評価に関する情報 
・教職課程に関する情報 
・大学院学位論文評価基準 
・事業継続計画に関する情報 
・その他の情報（教員一人当たり学生数、収容定
員充足率、公益通報・相談について、研究活動に
関する不正防止体制について、障害を理由とする
差別の解消の推進に関する対応要領、気候非常事
態宣言について、ガバナンスコード） 
・関係規程 
・事業計画等（事業報告、財務情報、自己点検・評
価） 

このほか、本学の基本的な情報を「大学要覧」
及び「財務レポート」、「数理・データサイエン
ス・ＡＩ教育プログラム自己点検評価」として取
りまとめ、大学ホームページに掲載し、公表して
いる。 

２）社会教育活動の情報公表 
本学では、「教育・研究と地域貢献が一体化した

生涯教育の充実」を基本理念の一つとして掲げ、
地域社会と地域産業の振興・発展に寄与する社会
貢献活動に取り組んでいる。これらの取り組み状
況を「地域連携・社会貢献レポート」として取り
まとめ、大学ホームページに掲載し、公表してい
る。 
３）教職課程の自己点検 
教育職員免許法施行規則第 22条の６に基づき、

本学教員養成の状況について大学ホームページ上
で公表している。また、教育職員免許法施行規則
第 22条の８に基づき、教職課程、教育研究実施組
織、教育実習並びに施設及び設備の状況について
自ら点検及び評価を行い、「教職課程自己点検報告
書」として大学ホームページに掲載し、公表して
いる。 
４）環境教育研究活動の自己点検 
高等教育機関の責務として、環境に関する教育

研究活動を積極的に進めることが重要であると捉
え、環境教育を重視し、環境マインドを持った技
術者及び薬剤師を育成することを「環境方針」と
して掲げている。このような環境教育研究活動の
情報を毎年「環境報告書」として取りまとめ、大
学ホームページに掲載し、公表している。 
５）ＳＤＧｓ研究活動の情報公表 
本学は、国際目標である SDGs を視野に入れ、

工学・薬学・人文社会学・自然科学を総合した視
点により、科学技術のイノベーションと薬学を通
した健康増進を思考・俯瞰できる人材を地域社会
に送り出すことを目標としている。このため、SDGs
が目指す 17 のゴールに関係する研究活動の情報
を大学ホームページに掲載し、公表している。 
６）動物実験の自己点検 
文部科学省が示した基本指針及び日本学術会議

が策定したガイドライン等を踏まえ、「動物実験に
関する自己点検・評価報告書」を作成し、大学ホ
ームページに掲載し、公表している。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 公表すべき事柄を要領として定め、積極的に情報公表に努めている。 

改善を要する点 特になし 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法 

① 

第百十三条 
 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を
公表するものとする。 

○山陽小野田市立山口東京理科大学

大学教育研究活動等の情報公表に

関する取扱要領 

○山陽小野田市立山口東京理科大学

WEB ページ 

・情報公表 

○公立大学法人山陽小野田市立山口

東京理科大学事業報告書 

 学校教育法施行規則 

② 

第百七十二条の二 
 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。 

一 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に
関すること 

二 教育研究上の基本組織に関すること 
三 教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 
四 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学
者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 

五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画（大学設置基準第十九条の
二第一項（大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む。）、専門
職大学設置基準第十一条第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学
設置基準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により
当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目（次号において「連携開設科目」とい
う。）に係るものを含む。）に関すること 

六 学修の成果に係る評価（連携開設科目に係るものを含む。）及び卒業又は修了の認
定に当たつての基準に関すること 

七 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
八 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 
九 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

２ 専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項のほか、学校教育
法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及び第百八条第五項の規定による専門性が求
められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力
の状況についての情報を公表するものとする。 

３ 大学院（専門職大学院を除く。）を置く大学は、第一項各号に掲げる事項のほか、大学院
設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当っての基準についての情
報を公表するものとする。 

４ 大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び
能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。 

５ 前各項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インタ
ーネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。 

○山陽小野田市立山口東京理科大学

大学教育研究活動等の情報公表に

関する取扱要領 

○山陽小野田市立山口東京理科大学

WEB ページ 

・情報公表 

・教員紹介 

・研究シーズ集 

・研究者データベース 

○山陽小野田市立山口東京理科大学

大学案内 

○山陽小野田市立山口東京理科大学

大学要覧 

 

  

http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000136.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000136.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000136.html
http://www.socu.ac.jp/information/release.html
http://www.socu.ac.jp/plan.html
http://www.socu.ac.jp/plan.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000136.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000136.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000136.html
http://www.socu.ac.jp/information/release.html
http://www.socu.ac.jp/departments/faculty.html
https://www.socu.ac.jp/ebook/seeds2021/?pNo=1
https://unipa.socu.ac.jp/kg/japanese/index.html
http://www.socu.ac.jp/pamphlet.html
http://www.socu.ac.jp/pamphlet.html
http://www.socu.ac.jp/efforts.html
http://www.socu.ac.jp/efforts.html
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 チ 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること       

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）自己点検・評価 
（１）全学的自己点検・評価の体制等 
本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目

的及び社会的使命を達成するため、本学における
教育研究活動の状況について自ら点検及び評価す
る旨、山陽小野田市立山口東京理科大学学則及び
同大学院学則の第 2 条に定めており、山陽小野田
市立山口東京理科大学自己点検及び評価実施規程
により、学長を委員長として「自己点検・評価委
員会」を設置し、教育研究活動等の状況について
自ら点検及び評価を行っている。 

なお、自己点検・評価のフローは各部局から自
己点検・評価結果を同委員会が集約し、部局横断
的に評価を検証し、結果に関して改善点も含めて、
「学長室会議」、「総合戦略会議」で承認を得た上
で、経営面は理事長が議長となる「理事会」、「経
営審議会」、教学面は学長が議長となる「教育研究
審議会」で承認を得たのち自己点検評価ポートフ
ォリオを毎年ホームページで公表している。また、
改善項目に関しては、各部局に改善を要請し、継
続的な改善に努めている。 
 令和６年度には、大学機関別認証評価を受審し、
その際の指摘を受け、令和７年度から組織間の関
係や大学評価の強化を図るための組織を設置する
体制を整えた。 
（２）個人レベルの自己点検・評価 

本学では、全学的な自己点検・評価と別に、教
職員個人レベルでの評価制度を設けている。 

教員に関しては公立大学法人山陽小野田市立山
口東京理科大学教育職員に係る業績評価の実施に
関する規程を定め、教員の①研究活動に係る分野
（研究分野）②教育活動に係る分野（教育分野）
③学内外に対する貢献活動に係る分野（貢献分野）
で分野ごとの評価項目を点数化して総合評価し、
結果については学長から当該教員に通知し、自己
研鑽に用いている。 
また、事務職員に関しては、公立大学法人山陽

小野田市立山口東京理科大学職員人事評価実施規
程を定め、職員の意識高揚及び能力向上並びに大
学組織の活性化を目的に実施している。評価者は
被評価者と面談を実施し目標を定め、その目標に
対して達成度を期末に面談で確認している。実施
結果は事務運営会議で審議し、承認された後、評
価結果を開示し指導及び助言を行っている。 
 

２）教育内容等の改善を図るための組織的な研修 
授業の内容及び方法の改善を図るための組織的

な研修及び研究の実施を行うため、各学部、各研
究科の代表である学部長、研究科長、各学科主任
から構成されているＦＤ委員会を設置し、教育の
質的向上に向けた教育の改善及び教授技能の向上
に取り組んでいる。ＦＤ委員会では、教授方法・
教育内容・手段等の点検及び改善に関すること、
授業評価の実施に関すること、教育課程及び授業
内容の点検・改善に関すること等について自己点
検・評価を行い、「ＦＤ活動報告書」を作成し、毎
年度、学長に報告している。 
３）学位プログラムの自己点検・評価 
学位プログラムの責任者である学科主任の教員

は、毎年度、教育の実施結果を検証し、ディプロ
マ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーの変更、授
業科目の変更、授業内容・教育方法の見直し、教
育付加価値の向上について自己点検・評価を行い、
「教育プログラムの改善計画（報告）」として取り
まとめ、学長に報告している。 
４）授業科目毎の自己点検・評価 
授業担当教員は、授業科目の採点表の作成と同

時に、成績評価の割合、シラバスの遵守、試験難
易度の適正評価、教授法の改善について「教育効
果測定結果報告書」に自己点検・結果を記載し、
ＦＤ委員長に提出を義務付けている。 
また、シラバスの内容は、各学科の教務幹事が

学科独自に教育点検委員会等を設置し、シラバス
の内容を精査したうえで学生に公開している。 
５）学生の学習成果の可視化・企業による評価 
本学での学びが、学生が身につける能力、資質、

行動特性といったディプロマ・ポリシーの涵養にどの
程度つながっているかを可視化するため、学生に対
する自己評価アンケートと、卒業生採用企業に対する
アンケートを行い、自己点検を行っている。 

 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 自己点検評価ポートフォリオを毎年作成し、公開している。 

改善を要する点 
自己点検・評価委員会にて課題を明確にし、各学部・学科・研究科への具体的な改善要求を行うことにより

PDCA サイクルが回るよう努める。  
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法 

① 

第百九条 
 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大
学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（次項及び第五項において「教育研究等」
という。）の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 
② 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める
期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という。）による評価（以
下「認証評価」という。）を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他
特別の事由がある場合であって、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りで
ない。 

③ 専門職大学等又は専門職大学院を置く大学にあっては、前項に規定するもののほか、当該専
門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教
育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を
受けるものとする。ただし、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野について認
証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学
大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。 

④ 前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準（前二項の認証評価を行うため
に認証評価機関が定める基準をいう。以下この条及び次条において同じ。）に従つて行うものと
する。 

⑤ 第二項及び第三項の認証評価においては、それぞれの認証評価の対象たる教育研究等状況
（第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況及び第三項に規定する専門職大学等又
は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況をいう。次項及び第七項にお
いて同じ。）が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。 

⑥ 大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定（次
項において「適合認定」という。）を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければなら
ない。 

⑦ 文部科学大臣は、大学が教育研究等状況について適合認定を受けられなかつたときは、当該
大学に対し、当該大学の教育研究等状況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。 

○山陽小野田市立山口東京理科

大学自己点検及び評価実施規

程 

○山陽小野田市立山口東京理科

大学 WEB ページ 

 ・自己点検 

○山陽小野田市立山口東京理科

大学自己点検評価書 

○公立大学法人山陽小野田市立

山口東京理科大学事業報告書 

○公立大学法人山陽小野田市立

山口東京理科大学第１期中期

目標期間業務実績見込報告書 

 

 学校教育法施行規則 

② 

第百五十二条 
 学校教育法第九十条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の
運用の状況について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しな
ければならない。 

該当なし 

③ 

第百五十八条 
 学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の
運用の状況について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しな
ければならない。 

該当なし 

④ 

第百六十六条 
 大学は、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨
に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。 

○山陽小野田市立山口東京理科

大学自己点検及び評価実施規

程 

 

 大学設置基準 

⑤ 

第十一条（組織的な研修等） 
 大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職

員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修（次
項に規定する研修に該当するものを除く。）の機会を設けることその他必要な取組を行うもの
とする。 

２ 大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学の授業の内容及び方法を改善するた
めの組織的な研修及び研究を行うものとする。 

３ 大学は、指導補助者（教員を除く。）に対し、必要な研修を行うものとする。 

○山陽小野田市立山口東京理科

大学総合戦略会議規程 

○山陽小野田市立山口東京理科

大学 FD 委員会規程 

○公立大学法人山陽小野田市立

山口東京理科大学 SD 委員会に関

する規程 

 大学院設置基準 

⑥ 

第九条の三（組織的な研修等） 
 大学院は、当該大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事

務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修
（次項に規定する研修に該当するものを除く。）の機会を設けることその他必要な取組を行う
ものとする。 

２ 大学院は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び
方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。 

３ 大学院は、第十二条第二項の規定により授業科目について補助する者（教員を除く。）に対
し、必要な研修を行うものとする。 

○山陽小野田市立山口東京理科

大学大学院運営規程 

○山陽小野田市立山口東京理科

大学 FD 委員会規程 

○公立大学法人山陽小野田市立

山口東京理科大学 SD 委員会に関

する規程 

 法令外の関係事項 

⑦ 

学習成果 
 学生の学習成果を適切に把握する取組みを行っているか。 

○山陽小野田市立山口東京
理科大学 WEB ページ 

・学修成果に対する評価の方
針   

http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000122.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000122.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000122.html
https://www.socu.ac.jp/summary/information/quality-assurance.html
https://www.socu.ac.jp/summary/assessment.html
https://www.socu.ac.jp/summary/assessment.html
http://www.socu.ac.jp/plan.html
http://www.socu.ac.jp/plan.html
http://www.socu.ac.jp/plan.html
http://www.socu.ac.jp/plan.html
http://www.socu.ac.jp/plan.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000122.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000122.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000122.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000275.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000275.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000215.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000215.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000173.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000173.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000173.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000116.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000116.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000215.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000215.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000173.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000173.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000173.html
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 リ 財務に関すること                                 

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）必要な経費の確保 

設立団体の長である山陽小野田市長が、本法人
が達成すべき業務運営に関する 6 ヶ年の中期目標
を定める。中期目標には「財務内容の改善に関す
る事項」を記載することが定められ、設立団体の
長は、本法人に中期目標を指示する前に、評価委
員会の意見を聴き、議会の議決を経ている。 

本法人では、当該中期目標を達成するための 6
ヶ年の中期計画を作成し、設立団体の長の認可を
受ける。当該中期計画には、予算、収支計画、資金
計画、短期借入金の限度額、出資等に係る不要財
産又は出資等に係る不要財産となることが見込ま
れる財産がある場合には、当該財産の処分に関す
る計画、重要な財産を譲渡し、又は担保に供しよ
うとするときは、その計画を定めている。 

設立団体の長は、本法人が申請した中期計画の
認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委
員会の意見を聴かなければならない。 

また、本法人では、毎事業年度の開始前に、中
期計画に基づき、その事業年度の業務運営、予算、
収支計画、資金計画及び出資等に関する年度計画
を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、
大学ホームページに掲載し公表している。 

地方独立行政法人法第 77 条第 1 項により公立大
学法人に置くこととされる経営審議機関において、中
期目標について市長に述べる意見に関する事項のう
ち、法人の経営に関するもの、中期計画及び年度計
画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの、予
算の作成及び執行並びに決算に関する事項等につ
いて審議することを定款第 20条において定めてい
る。また、同法第 77条第 3項により公立大学法人
に置くこととされる教育研究審議機関において、
中期目標について市長に述べる意見、中期計画及
び年度計画に関する事項のうち、教育研究に関す
るもの等について審議することを定款第 25 条に
おいて定めている。 
設立団体の長は、「公立大学法人山陽小野田市立

山口東京理科大学運営費交付金交付規則」に基づ
き、運営費交付金を、中期目標を達成するために
活動する法人の業務の財源に充てることにより、
法人の持続的な運営を確保することを目的として
本法人に交付している。本法人では、学生納付金
や外部資金等の自主財源と設立団体から交付され
る運営費交付金を財源とし、法人を運営している。 

 

２）財務の状況 
本学の決算状況は、公立大学法人化以降、運営

費交付金や学生納付金等の自主財源の確保によ
り、収入総額が支出総額を上回る状況となってい
る。2023年度からの過去 4事業年度の決算状況は
以下の表のとおりである。 

また、修学支援事業、地域連携事業、周年記念
事業等の寄附募集活動を行う等、寄附金の獲得を
推進している。 

獲得した寄附金は、経済的に困窮する学生の支
援や地域と連携する活動を行う学生の支援等に活
用しており、学生の教育環境の向上・整備に努め
ている。 

（単位：千円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

３）教育研究環境の整備 
教育研究環境の質的充実、老朽化する施設の安

全性の確保、環境への負荷の低減、地域との連携
などの取り組むべき課題に対し適切に対応しつ
つ、教育研究活動の基盤となるキャンパス全体の
整備・活用を図る「キャンパスマスタープラン」
を策定している。 

また、開学以降 30年以上の建物等施設のうち、
老朽化がみられる建物等施設に関して、大学の運
営に支障がないように、中長期にわたり必要とな
る修繕等整備の試算を前提として予算の平準化を
図り、教育研究環境の基盤整備を行うための「イ
ンフラ長寿命化計画」（個別施設計画）を策定のう
え計画的に修繕等整備を行っている。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 キャンパスマスタープラン、インフラ長寿命化計画を策定し、計画的に施設の有効利用に努めている。 

改善を要する点 特になし 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学設置基準 

① 

第四十条の三（教育研究環境の整備） 
 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究に
ふさわしい環境の整備に努めるものとする。 

○公立大学法人山陽小野田市立山口

東京理科大学財務諸表 

○山陽小野田市公立大学法人の業務

運営並びに財務及び会計に関する

規則 

○公立大学法人山陽小野田市立山口

東京理科大学目的積立金取扱規程 

 大学院設置基準 

② 

第二十二条の三（教育研究環境の整備） 
 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究
にふさわしい環境の整備に努めるものとする。 

○公立大学法人山陽小野田市立山口

東京理科大学財務諸表 

○山陽小野田市公立大学法人の業務

運営並びに財務及び会計に関する

規則 

○公立大学法人山陽小野田市立山口

東京理科大学目的積立金取扱規程   

http://www.socu.ac.jp/finance.html
http://www.socu.ac.jp/finance.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000167.html#e000000248
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000167.html#e000000248
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000167.html#e000000248
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000226.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000226.html
http://www.socu.ac.jp/finance.html
http://www.socu.ac.jp/finance.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000167.html#e000000248
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000167.html#e000000248
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000167.html#e000000248
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000226.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000226.html
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 ヌ イからリまでに掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること        

（１）自己点検・評価の実施状況 
１）ＩＣＴ環境の整備 
コンピュータ関連の機器を教室に配置し、授業

に取り入れて活用する環境を整備している。講義
の復習支援、授業のオンデマンド配信、学生の履
修管理、学生による授業評価アンケート実施等を、
e-PortfolioやLMS（Learning Management System）
上で行っている。 
また、タブレット端末と教員が開発したシステ

ムといったICTを活用し、反転授業を取り入れてい
る科目について教員同士による研究授業を行い、
各教員が独自に工夫・蓄積した授業方法を共有す
ることで相互の授業改善に役立てている。 
２）教職協働による学生への授業支援 
学生一人ひとりに対して、チューター教員制を

設け、学生個人別に学習・生活指導を実施してい
る。学習サポート教室は、数学・物理学・化学など
の基礎科目から各専門分野に至るまで、主として
助教・助手が中心となって、学生の理解度や到達
状況に応じて学習を支援する教育支援制度であ
る。本制度では、授業内で十分に理解できなかっ
た内容や学修方法に関する不安・疑問に対し、個
別に丁寧な指導を行うことを重視している。学生
一人ひとりの習熟度や課題に応じたきめ細かな支
援を通じて、基礎学力の定着と専門科目への円滑
な接続を図り、主体的な学修態度の育成を目指し
ている。 

 
３）特別な学生支援 
問題を抱える学生の円滑な修学等を支援するた

め、全学的な組織として学生特別支援窓口を設置
し、学生コーディネーターとして、臨床心理士（公認心
理士）が問題をかかえる学生のカウンセリングを行う体
制を整備している。 
４）学生に対する経済的支援 
授業料については、「公立大学法人山陽小野田市

立山口東京理科大学授業料の免除及び徴収猶予等
に関する規程」に基づき、経済的理由により授業
料の納付が困難であり，かつ学業成績が良好であ
る学生に対し、申請により申請資格、学力基準、
家計基準に基づき選考を行い、授業料の全額又は
半額を免除している。（2020年度前期48名後期46
名、2021年度前期48名後期48名、2022年度前期54
名後期54名、2023年度前期56名後期65名に対し、
授業料免除を実施した。）   
 

入学金については、市内在住者や大学院生のう
ち学内進学者に対し、入学金の半額を免除する制
度を実施している。大学院博士後期課程の入学者
のうち成績が優秀である学生に対し授業料の半額
を免除している。 
奨学金による支援として、日本学生支援機構が

実施する奨学金制度のほか、本学独自の奨学金制
度「山陽小野田市立山口東京理科大学特待生奨学
金」を導入し、学業において特に優秀な成績を修
めた各学科・各学年および大学院修士課程2年の1
名に対し10万円を給付している。 
また、「山陽小野田市立山口東京理科大学修学支

援事業基金」により、学部又は大学院修士課程に
在籍する学生のうち、経済的理由により修学が困
難であり、かつ、学業成績が良好であると認めら
れる学生を対象に、海外留学における経済的支援
として10万円を給付している。 
５）設置計画履行状況等調査の結果を踏まえた改
善 
2024 年度に設置した工学研究科数理情報科学専

攻及び薬学研究科薬学専攻について、設置計画ど
おりの履行を進めている。設置計画履行状況等調査
の結果、文部科学大臣からの意見、是正又は改善の
指摘は、「特になし」の判定となっている。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 学生の学習支援に対する体制が整備され、適切に支援が行われている。 

改善を要する点 計画的に教育のデジタル化を推進する。 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

関係事項 

① 

ＩＣＴ環境の整備 
 教育研究上で必要なＩＣＴ環境が整備されている。 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学 WEB ページ 

・コンピュータ環境 

○SOCU コンピュータ利用案内 

 

② 

学生支援 
 学生の学習支援に対する体制が整備され、適切に支援が行われている。 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学 WEB ページ 

・チューター制度 

・学修サポート教室 

○公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学授業嘱託(非常

勤)規程 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学リサーチ・アシスタント規程 

③ 

学生支援 
 特別な支援を行うことが必要な学生への支援等が適切に行われている。 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学学生相談規程 

○公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学における障害を

理由とする差別の解消推進に関

する対応要領 

○公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学における障害を理

由とする差別の解消推進に関する

対応要領における留意事項 

④ 

学生支援 
 経済的な支援を行うことが必要な学生への支援等が適切に行われている。 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学 WEB ページ 

・奨学金サポート制度 

・公共交通活用フリーパス 

○公立大学法人山陽小野田市立山

口東京理科大学授業料の免除及

び徴収猶予等に関する規程 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学特待生奨学金規程 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学奨学基金規程 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学大学院博士後期課程の授業料

の減免に係る取扱要領 

 

⑤ 
設置計画履行状況等調査の結果を踏まえた是正・改善 
 設置計画履行状況等調査の結果を踏まえた大学の教育活動等の是正または改善に関する文部
科学大臣の意見に対して講じた措置を踏まえ、是正または改善に努めている。 

○山陽小野田市立山口東京理科大

学 WEB ページ 

・薬学部履行状況報告書  

http://www.socu.ac.jp/student/computer.html
http://www.ed.socu.ac.jp/
http://www.socu.ac.jp/departments/support.html
http://www.socu.ac.jp/departments/support.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000024.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000024.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000024.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000128.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000128.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000158.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000158.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000177.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000177.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000177.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000177.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000181.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000181.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000181.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000181.html
http://www.socu.ac.jp/student/scholarship.html
http://www.socu.ac.jp/student/commute.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000068.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000068.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000068.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000187.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000187.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000218.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000218.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000193.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000193.html
http://www.socu.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/u257RG00000193.html
https://www.socu.ac.jp/summary/assessment.html#:%7E:text=2%20%E5%B1%A5%E8%A1%8C%E7%8A%B6%E6%B3%81,%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E5%BA%A6
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Ⅱ「基準２ 教育研究の水準の向上」に関する点検評価資料 
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１）自己分析活動の状況 
１）入学者受入れの方針の明確化と周知 
学部・学科の目的を山陽小野田市立山口東京理

科大学学則（以下「学則」という。）第 4条におい
て明確に定め、この目的を踏まえ、入学者受入れ
の方針（アドミッション・ポリシー）を定めてい
る。学部のアドミッション・ポリシーは、学部の
学生募集要項とホームページに、大学院のアドミ
ッション・ポリシーは、大学院の学生募集要項と
ホームページに掲載し、広く周知している。 
２）教育水準の向上に関する取組み 
本学は、薬工系の基礎的知識と専門的な学術を

教育・研究するとともに、地域に根差し、地域社
会の発展に寄与する「地域のキーパーソン」の育
成を目的としている。 

この目的の達成のために、卒業認定・学位授与
の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入
れの方針を一貫性・整合性のあるものとして定め、
教育活動について点検・評価を行い、その結果を
もとに改革・改善に努めるなど、組織的に教育の
質保証に取組んでいる。 
学生の学修目標である卒業認定・学位授与の方

針は、「何ができるようになるか」に力点を置き、
どのような学修成果を上げれば卒業を認定し学位
を授与するのかを具体的に示すようにしている。 
カリキュラムマップの作成を通じて、卒業認定・

学位授与の方針に定める学修目標の達成に必要な
授業科目が過不足なく配置されているか点検して
いる。また、カリキュラムツリーの作成を通じて、
授業科目相互の関係と学位取得に至るまでの履修
順序・履修要件を検証している。 

シラバスには、授業科目の目的、到達目標、成
績評価基準を明確に定め、卒業認定・学位授与の
方針に定められた学修目標と授業科目の到達目標
との関係を記述することで、学位プログラムが目
指す教育の提供に努めている。 

３）教育水準を向上・改善するための体制 
「学長」は、本学の目的を達成するために、重

点戦略課題を企画し、戦略的な教育研究に係る企
画・立案及び統括に関することを審議する「学長
室会議」を設置している。学長室会議は、戦略的
な大学運営の重要事項に関して統括的な観点から
企画し総合調整及び推進を図り、学長が円滑な大
学運営を遂行できるよう補佐している。 
「授業担当教員」は、大学及び大学院で実施す

る全ての授業科目において授業アンケートを実施
し、学生の授業内容理解度、授業内容に興味をも
ち学修意欲が増したかどうか等について調査を行
っている。授業終了後、「授業担当教員」は、全て
の授業科目について教育効果の自己点検を行い、
その結果をＦＤ委員長に報告する。 
「ＦＤ委員会」は、授業アンケートの結果を分

析するとともに、授業を教員同士が観察・点検す
る授業観察・研究授業を行い、授業アンケートに
よる学生からの要望事項を取り入れ、授業の改善
を行っているかの点検・評価を行っている。 
「ＦＤ委員会」は、教育の点検結果を「ＦＤ活

動報告書」にまとめたうえで学長に報告し、学長
はＦＤ活動報告書を学部長、学科主任及び共通教
育センター長に渡し、教育の自己点検と改善計画
の作成を指示する。 
学部長等は「学部運営会議」において、次年度

に向けた教育プログラムの改善計画書を協議・作
成し、学長に報告するとともに、「学長室会議」に
おいて改善計画を説明し、年度計画に盛り込んで
教育の向上に向けた計画を実行する。 
このように、教育を計画する「学長室会議」、実施
する「授業担当教員」、点検する「ＦＤ委員会」、改
善する「学部運営会議」によるＰＤＣＡサイクル
を機能させることで、教育水準を向上・改善を組
織的に取り組んでいる。 

 
 
２）自己分析活動の取組み（目次）※学習成果に関する分析の取組み等を 1 つ以上記述します 
No. タイトル ページ数 

１ 学生受入れに関する活動の取組み 37 

２ 教育課程及び教授方法に関する活動の取組み 38 

３ 学習成果に関する分析の取組み【学習成果】 39 

４ データサイエンスに関する教育研究水準の向上を図る取り組み 40 

５ 教育研究の質向上を図るための外部資金獲得支援の取組み 41 
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３）自己分析活動の取組み 
タ イ ト ル

（No.1） 
学生受入れに関する活動の取組み 

分析の背景 

全国的に１８歳人口の減少が進む中、本学が設置されている山口県はその傾向が顕著である。

このような社会情勢を鑑みたうえで、入学者受入れの方針に基づき、学力レベルを維持し安

定的に定員を確保することが喫緊の課題である。そのため、入試委員会が基軸となり、学生募

集活動及び入学者選抜実施方法等を策定している。 

分析の内容 

１）入学者受入れの方針の明確化と周知 
学部の目的を山陽小野田市立山口東京理科大学学則（以下「学則」という。）第 4 条において
明確に定め、この目的を踏まえ、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）が定め
られている。学部の入学者受入れの方針については、入学者選抜要項、学生募集要項、ホー
ムページに掲載するとともに、オープンキャンパス、進学相談会、高校内ガイダンスや高校
教員対象入試説明会において説明を行い、広く周知している。大学院のアドミッション・ポ
リシーは、学生募集要項及びホームページに掲載し、周知している。 
２）学生確保を目的とした組織 
安定した学生の確保を目的として、本学では入試委員会を設置し、学生募集及び試験実施方
法を策定している。委員会は、入試担当理事、学部長、学科主任、学長が指名する者、入試
課長で構成し、当該年度の学生募集活動、入試制度等の検証（志願者数の変動、都道府県別
の志願者数、入試種別ごとの傾向等）を行うとともに、その分析結果を基に次年度の学生募
集活動及び入学者選抜実施方法を策定し、教授総会の承認を経て学長へ報告している。 
 また、大学院入試については、研究科会議で学生募集及び入学者選抜に関する審議・承認
を行い、学長へ報告している。2024 年度新設の数理情報科学専攻は、基礎となる学科の完成
年度を迎える前の設置であること、更に募集開始時期の遅れが定員未充足の要因となったた
め、2025 年度入試に向けてはパンフレットの早期作成に取り掛かり、県内企業や「高等学校
ＤＸ加速化推進事業」に認定された高校の教員への訪問、他大学及び隣接県の企業を対象に
パンフレットを送付するなど、積極的な学生募集を行うこととしている。なお、大学院工学
専攻博士課程についても同様に、社会人に対する広報活動を積極的に行っている。 
３）特色ある入試制度等について 
入試委員会の他に「推薦入学実施委員会」を設置している。同委員会において、学校推薦型
選抜の制度を策定し、入試委員会で審議している。今までに工学部、薬学部とも県内高校を
対象とした「県内枠(地域枠)」に加えて県内に限定した「指定校制度」を導入してきた。ま
た、男性の比率が特に高い工学部で女性研究者・技術者の育成を図るために 2025 年度入試
から全ての学科で「女子枠」を設置した。加えて工業高校等の出身者で在校時に身に着けた
知識と技術をさらに高めるために、より高度な教育を希望する者を対象とした「専門高校・
総合学科枠」を 2025 年度入試から設置した。このように過年度の入試結果や社会情勢を踏
まえたうえで多様な学生を受入れる仕組みに取組んでいる。また早期入学決定者に対しては
入学前教育を実施し、入学後速やかな高大接続ができるよう取り組んでいる。 
その他にも、志願者の利便性を図るために一般選抜では過年度の志願者の出身地を分析し多
数の出願が見込まれる地区に試験会場を設けている。2024 年度入試は本学の他に地方試験場
を 8 か所（大阪、神戸、岡山、広島、愛媛、北九州、福岡、大分）を設置した。 

自己評価 

入学者受入れの方針に沿い、学生受入れ方法の工夫の継続とともに、入学定員の管理を厳
格に行うことにより、定員は確保できている。今後は学力レベルを維持しつつ、安定した定員
確保が継続できるようさらなる検討と工夫を行う。また、大学院では、学部学生の段階で卒業
研究やキャリア関係科目等を通して、大学院の研究や教育の重要性を伝え、大学院進学の促
進を図っている。 

関連資料 

・入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）（工学部） 

・入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）（薬学部） 

・山陽小野田市立山口東京理科大学入試委員会規程 

・山陽小野田市立山口東京理科大学入学試験実施規程 

・入学者選抜要項 

・山陽小野田市立山口東京理科大学大学要覧 

・山陽小野田市立山口東京理科大学 FACT BOOK（新入生・父母アンケート編） 

・山陽小野田市立山口東京理科大学 FACT BOOK（入試データ編）   

http://www.socu.ac.jp/departments/engineering.html#apKougaku
http://www.socu.ac.jp/departments/pharmacy.html#apYakugaku
http://www.socu.ac.jp/visitor/examinee/department-entrance.html
http://www.socu.ac.jp/efforts.html
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/2f59dbbd2cffffcfa23404a33351360802969af3.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/320fa47d57dbf731a0ffabaa7665ed8332d04397.pdf
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タイトル

（No.2） 
教育課程及び教授方法に関する活動の取り組み 

分析の背景 

授業科目に対する学生の理解度を高め、教授方法や教育内容・手段・環境に関する課題を

発見し、教育の更なる質向上を実現するために、自己点検・評価及び改善活動を行ってい

る。 

分析の内容 

教育の改善及び教授技能の向上に関し、組織的な調査及び研究を実施し、本学の教育の質
的向上に貢献することを目的に、学長の諮問機関としてＦＤ委員会を設置している。 

ＦＤ委員会では、「教授方法、教育内容・手段・環境等の点検及び改善」に関する取り組み
を推進している。ＦＤ委員会の構成員は、学部長、学科主任、共通教育センター長、研究科長
であり、月次で開催している。 

１）改善計画の作成 
学長は、教育の点検結果である「ＦＤ活動報告書」を、学部長、学科主任及び共通教育セ

ンター長に渡し、教育の自己点検と改善計画の作成を指示する。これを受けて、学部長、学
科主任及び共通教育センター長は「次年度に向けた教育プログラムの改善計画書」を作成
して学長に報告するとともに、学部長及び共通教育センター長は、学長室会議において改
善計画を説明のうえ、年度計画に落とし込み計画を実行する。 

２）授業観察 
ＦＤ委員会では、教育活動の中核である授業を観察・点検する「授業観察」を実施してい

る。対象教員は当該年度に入職した新任教員で、観察者は当該学科の FD 委員と他学科の FD
委員２名で「授業観察点検・評価基準」に従い、授業の進め方や教授方法が適切であるか、
授業はシラバス通りに進められているか、学生からの要望事項を取り入れ授業の改善を行
っているか、授業方法改善に取り組むべき点はないかの点検・評価を行い、教育の持続的な
改善・向上に取り組んでいる。 

３）研究授業 
上記、授業観察以外にも「研究授業」として教員相互の授業観察を行っている、対象は授

業観察結果と学生による授業評価の高い教授を半期毎に選定し、自由に教員が授業を参観
するとともに、授業担当教員と参観教員との意見交換・ワークシップを行い、優れた教授法
と教育技能を教員間で共有している。各教員が独自に工夫・蓄積した授業方法を共有する
ことで、相互の授業改善に役立てている。 

４）学生による授業評価アンケート 
授業科目に対する学生の理解度を確認し、教授方法や教育内容・手段・環境に関する課題

を発見し、教育の更なる質向上を実現することを目的に、学生による授業評価アンケート
を実施している。授業評価アンケートの結果は開示され、学生は学修管理システム UNIPAか
ら確認することができる。また、アンケートの結果に基づき「評価の結果が 5 段階評価で
３未満」又は「自由記載欄に改善要望有」の科目に関して、当該科目の担当者は、改善策と
その実施時期を「教育改善報告書」に記載して FD 委員長に提出し改善している。 

５）FD 研修会 
授業内容及び方法の改善を図るために組織的な研修の一環として、外部講師による FD 研

修会を開催している。なお、令和５年度は『教学マネジメント及び第三者評価の本質を理解
する』等計４回実施している。 

６）ルーブリック作成の手引き 
学生の学修成果を客観的な指標として可視化することができるツールとしてのルーブリ

ックを採用している。ルーブリック作成に当たっては、手引きを作成し、教員に提供するこ
とで全てのルーブリックが機能するよう努めている。 

７）結果の報告 
ＦＤ委員会では、授業観察、学生による授業評価アンケート、研究授業の点検を行い、

その結果を「ＦＤ活動報告書」にまとめ学長に報告している。ＦＤ活動報告書は学内ポー
タルサイトにて開示している。 

自己評価 

点検結果を受け、シラバスに授業にて活用するアクティブ・ラーニングを掲載するように改
善し、ＦＤ委員会にて「ルーブリック作成の手引き」、「テスト問題作成の手引き」を作成し
た。アクティブ・ラーニングの導入率が高まった他、学生の授業の理解度及び学修意欲は高い
水準が維持されるなどＰＤＣＡサイクルが機能している。 

関連資料 

・ＦＤ結果報告書 
・テスト問題作成の手引き 
・ルーブリック作成の手引き 
・教育改善報告書 
・教員ハンドブック   
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タイトル

（No.3） 
学習成果に関する分析の取組み【学習成果】 

分析の背景 

本学の第２期中期目標では、「教育内容及び教育の成果等に関する目標」として、卒業認

定・学位授与の方針に基づく体系的で組織的な大学教育を展開して教学マネジメントの

確立に取り組み、学習者が何を学び、身に付けることができるのかを明確にすること、ま

た、学習者一人一人の学習成果・教育成果の把握・可視化できる学習者本位の教育システ

ムの構築を目指すこととしている。これらの目標を達成するための措置が適切であるか

自己点検を行うため、ディプロマ・ポリシー達成度に対する学生自己評価アンケート調査

を実施した。 

分析の内容 

１）学生に対する成果の自己点検 

学生による学習成果を把握・可視化するため、工学部及び薬学部と教務課が主体とな

って、「ディプロマ・ポリシー達成度の学生自己評価アンケート調査」を行い、学生が

身につけるべき能力、資質、行動特性を、ＤＰ要素毎に分解し、各学年終了時点での達

成できた学生の割合をレーダーチャート化するとともに、５段階での割合をグラフ化

し、本学での学びが各ＤＰ要素の涵養にどの程度つながっているかを可視化している。 

教育プログラムの責任者である学科主任は、学生による学習成果の自己点検結果を

受け、「学生自身による達成度は十分であるか」「ＤＰとカリキュラムマップ、授業科目

とは整合しているか」「学習成果を測定できないＤＰはないか」「授業内容の変更が必要

な科目はないか」「ＤＰは学位プログラムの到達目標として適切であるか」「学生の達成

度を高めるために必要なことはないか」等の自己点検・評価を行い、その結果と今後の

対策を学長に報告することと併せて、学生のアンケート回答率を向上させるための周

知方法等の改善を検討している。 

２）採用企業に対する卒業生の学習成果アンケート調査 

本学を卒業した学生が、ディプロマ・ポリシーにて涵養する能力、資質、行動特性が

どの程度身に付いているか客観的に分析するため、2024 年３月に本学を卒業した学生

を採用いただいた企業等に対し、「企業による卒業生の学習成果達成状況アンケート調

査」を行った。学生が身につける能力・資質・行動特性といったディプロマ・ポリシー

の要素毎に、本学を卒業した学生はそれらが身についているかの評価を依頼している。

その結果を教授総会で報告し、今後、教育プログラムの責任者である学科主任は、自己

点検・自己評価を行う予定である。 

３）教育効果の自己点検評価 

授業担当教員は、授業科目終了後「山陽小野田市立山口東京理科大学教育効果自己 

点検項目」に基づいて、成績評価の割合、シラバスの遵守、試験難易度の適正評価、教

授法の改善の自己点検・評価を行い、その結果を「教育効果測定結果報告書」にまとめ、

ＦＤ委員長に提出することが義務付けられている。ＦＤ委員会では、教育効果の測定結

果を点検し、その結果を「ＦＤ活動報告書」にまとめ学長に報告している。 

自己評価 

ディプロマ・ポリシーの見直し及び教育課程の改編、授業内容の見直しを行うなど、ＰＤ

ＣＡサイクルが機能している。今後、卒業後の学生に対してディプロマ・ポリシー達成

度に対するアンケート調査を継続的に実施し、身に付けた能力・資質・行動特性が「企業

や社会活動に役に立っているか」の視点も含め自己点検を行う。 

関連資料 

・ディプロマ・ポリシー達成度の学生自己評価アンケート調査結果報告書（工学部） 

・ディプロマ・ポリシー達成度の学生自己評価アンケート調査結果報告書（薬学部） 

・企業に対する本学学生のディプロマ・ポリシー達成度のアンケート調査結果書（工学部） 

・企業に対する本学学生のディプロマ・ポリシー達成度のアンケート調査結果書（薬学部） 

・教育効果測定結果報告書 

・教育プログラムの改善計画報告書 
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タイトル

（No.4）  
データサイエンスに関する教育研究水準の向上を図る取り組み 

分析の背景  
Society5.0に向け、これまでに増して社会から求められる数理・データサイエンス・AIに
関する素養を在籍する学部学科を問わず身につけることができるよう全学的に努めてい
る。 

分析の内容  

１）数理・データサイエンス・AI教育プログラムの設置 
本学ではデータサイエンスの素養を持つエンジニア的なセンスを持つ薬剤師育成や、

健康面を考慮した設計基準で新商品開発ができるエンジニア育成などを目指し、数理・
データサイエンス・ＡＩ教育プログラムを設置した。このプログラムは在籍する学部学
科を問わず数理・データサイエンス・ＡＩに関する科目を受講できるプログラムであ
り、学部横断的なプログラムである。 
本学の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」は、文部科学省「数理・デー

タサイエンス・AI教育プログラム認定制度（リテラシーレベル）」及び「数理・データ
サイエンス・AI教育プログラム認定制度（リテラシーレベルプラス）」に、「数理・デー
タサイエンス・AI専門応用プログラム」は、文部科学省「数理・データサイエンス・AI
教育プログラム（応用基礎レベル）」に認定されている。 

２）学生への学修支援と実践 
本学では、全学的学修支援システムを導入し講義の復習支援、学生の履修管理、学修教

育目標の達成度確認、学生による授業評価アンケート実施等を、e-Portfolio や
LMS(Learning Management System)上で行っている。 

３）自己点検 
  本学では、毎年このプログラムを受講している学生数の調査、学生へのアンケート、
企業へのアンケート等を通して自己点検を実施している。その結果を受け、全学的な履
修者数の増加や履修率の向上に向けた施策を検討し実施している。アンケート結果を受
け、同一授業時間帯に２科目以上の授業が配置されないように配慮を行い、できる限り
多くの学生が履修できるようにした。なお、履修者数等の実績の推移については、自己
点検評価書にまとめ、公開している。 

４）数理情報科学科及び大学院数理情報科学専攻 
2023年度に工学部に数理情報科学科を設置、2024年に大学院に数理情報科学専攻を設

置した。 
  数理情報科科学専攻の新設により 2023 年度に設置した数理情報科学科を含め既存学

科との共同研究等を含めたデジタル×工学×薬学による実践応用教育を実施し、課題解
決型ＡＩ人材の輩出を目指している。 

５）⼤学リーグやまぐち データサイエンス教育ワーキンググループ  
県内高等教育機関における データサイエンス教育の普及と促進を図るワーキンググ

ループに参加し、データサイエンス教育に関する情報共有等を実施している。2024 年度
は山口大学主催の DSワークショップ参加や学内・県内高等教育機関で利用可能な共通教
育教材作成を実施した。 

自己評価  
本学では文部科学省「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度」におい

て、リテラシーレベル、リテラシーレベルプラス及び応用基礎レベルの認定及び選定を

受けており、一定の水準までの教育はなされていると考える。 

関連資料  

数理情報科学科 Webサイト 

数理情報科学専攻 Web サイト 

数理・データサイエンス AI教育プログラム Webサイト 

数理・データサイエンス・AI教育プログラム自己点検 

数理・データサイエンス・ＡＩ専門応用プログラム自己点検評価 

共通教育教材カタログサイト - 山口県ホームページ 

https://www.socu.ac.jp/departments/informatics-data-science.html
https://www.socu.ac.jp/informatics-data-science/graduateschool.html
https://www.socu.ac.jp/departments/ai/index.html
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/b75e870a26f0a3c627100035d1645672a2677b60.pdf
https://www.socu.ac.jp/uploads/images/a9204610287b5486eab65cb86dd89f611e898bb7.pdf
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/dscatalog/
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タイトル

（No.5） 
教育研究の質向上を図るための外部資金獲得支援の取組み 

分析の

背景 

研究力の向上や教育環境の充実を図るための一つの手段として、科研費を始めと

する外部資金の獲得を推進している。様々な取組みにより獲得した資金を活用す

ることにより、先進的な研究の推進と研究活動を通じた質の高い教育の提供に努

めている。 

分析の内

容 

１）研究費獲得に向けた支援 
研究力の向上を図るため、科学研究

費助成事業（科研費）を始めとする競
争的研究費の獲得の支援に全学を挙
げて注力してきた。これまでの科研費
採択の実績を鑑みると、2021 年度の採
択率は 14.8％（採択 9件/応募 61件）
と全国平均を下回る水準であった。そ
こで 2022年度から、研究費資金獲得支
援に精通する人材を特命教授として
登用し、採択件数の増加を図ってき
た。毎年度、教職員向けに学内セミナ
ーを開催し、応募時には教員に対して
申請書作成の推敲支援を行った。これ
らの取組により、2025年度の採択率は 30.6％（採択 15件/応募 49件）と全国平
均より高い水準に向上した。 
この他、大学の研究成果を地域社会の発展に繋げるため、産業界との窓口とし

て産学連携コーディネーターを配置し、技術相談に応じるとともに企業ニーズと
大学の研究シーズのマッチングを図ってきた。これらの取組みにより、外部資金
の獲得額は、年度ごとの変動はあるものの全体として増加傾向を示している。
2020年度からの過去 5事業年度の外部資金受入状況は別表のとおりである。 

２）教育環境の充実に向けた支援 
研究費獲得に加えて、教育面での充実を図るためにも資金獲得に努めてきた。

2024 年度の工学部医薬工学科及び工学研究科数理情報科学専攻の新設に際して
は、関係部署の職員によるプロジェクトチームを立ち上げ、独立行政法人大学改
革支援・学位授与機構「大学・高専機能強化支援事業」へ応募し、その結果、本
学の事業計画は「特筆すべき内容がある」として、多数の項目で評価され、2つ
の種目で総額 12 億円分の採択を受けた。この他、文部科学省事業「ウィズコロ
ナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業」、「DX 等成長分野を中心と
した就職・転職支援のためのリカレント教育推進事業」、「地域の医療ニーズに対
応した先進的な薬学教育に係る取組支援事業」に採択されており、これらの補助
事業を活用することにより、施設整備等のより良い教育環境の整備を着実に遂行
しており、2025 年には新教室棟が完成した。 

３）若手研究者等の支援 
先進的な研究活動の原動力となる若手研究者の成果創出や研究費獲得拡大を

図るため、2022 年度から学長の下に若手研究者育成事業ワーキンググループを
設け、科研費採択に至っていない若手研究者を対象とした学内公募制度「若手研
究者育成事業」を実施した。科研費若手研究の新規採択件数は、2021 年度 2 件
（応募 6件）に対して、2024年度 4件（応募 7件）に向上した。この他にも 2020
年度から「女性研究者支援制度」など多面的な研究支援を行っている。また、毎
年３月に研究成果報告会を開催し、研究者や学生が分野を越えて議論する場を設
けることにより、活気のある研究風土を醸成するとともに、これらを通じて研究
水準の向上を図っている。さらに、オープンアクセス加速化事業との連携による
APC支援も行っている。 

自己評価 

科研費を始めとする競争的資金や民間企業との共同研究費の獲得金額は、年度ご
との変動はあるものの全体として増加傾向を示しており、上記の取組みが着実に
効果を表していると考えている。外部資金獲得額の増加により、研究基盤の一層の
強化と本学の持続的な発展に資するものとなっている。 

関連資料 ・大学要覧 2024 
 

https://www.socu.ac.jp/uploads/images/51366c4a10398145ea7c3fcf44b120db8e2670c8.pdf
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Ⅲ「基準３ 特色ある教育研究の進展」に関する点検評価資料 
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１）特色ある教育研究の状況 
山陽小野田市立山口東京理科大学は、地方

都市における落ち着いた教育環境のもと、薬
工系の基礎的知識と専門的な学術を教育・研
究するとともに、地域に根差し、地域社会の
発展に寄与する「地域のキーパーソン」の育
成に貢献することを目的としている。 
また、教育及び研究とともに、地域創生に

おける「知のローカル・ハブ」という役割を
果たし、地域社会と地域産業の振興・発展に
寄与する社会貢献機能を備えた個性ある大学
となることを基本姿勢としている。 
在籍する学部学科に関わらず、数理・デー

タサイエンス・ＡＩに関する科目を履修する
ことを可能とした学部横断型の「数理・デー
タサイエンス・ＡＩ教育プログラム」では、
地域社会と地域産業を題材に、データサイエ
ンスを日常の生活、仕事等の場で使いこなす
ことができる基礎的素養を身に付ける教育を
行っている。 
設立母体である山陽小野田市から提示され

た中期目標のうち、「地域社会との連携、地域
貢献に関する目標」の達成に向け、本学の中
期計画では次の取組みを進めている。 

・ 地域コミュニティの中核的存在としての拠
点化 

・ 産業界との連携 
・ 政策形成等に貢献するシンクタンク機能の

発揮 
・ 学生の地元定着 

 

これらの計画を実現するため、地域に貢献
する特色ある教育研究を組織的に行っている
が特に重要と考える活動は次のとおりであ
る。 
１）地域産業の技術的課題をテーマにした

産学官連携プロジェクト型教育 
２）地域が抱える課題を学生が解決する「地

域密着型卒業研究」 
３）山陽小野田市立山口東京理科大学「地

域課題解決研究事業」 
４）医薬品産業向け人材育成・確保プログラ

ム実践の取組 
５）山口県が抱える薬剤師の地域偏在と在宅

医療の問題を解決する先進的な薬剤師育
成プログラム 

 
 
２）特色ある教育研究の取組み（目次） 
No. タイトル ページ数 

１ 地域産業の技術的課題をテーマにした産学官連携プロジェクト型教育 45 

２ 地域が抱える課題を学生が解決する「地域密着型卒業研究」 46 

３ 山陽小野田市立山口東京理科大学「地域課題解決研究事業」 47 

４ 医薬品産業向け人材育成・確保プログラム実践の取組 48 

５ 
山口県が抱える薬剤師の地域偏在と在宅医療の問題を解決する先進的な薬剤師育

成プログラム 
49 

６ オープンアクセス加速化事業 50 
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３）特色ある教育研究の取組み 
タイトル

（No.1） 
地域産業の技術的課題をテーマにした産学官連携プロジェクト型教育 

取組の概要 

「地域のキーパーソンを育成する」という本学の目的を達成するため、市内企業、商工会
議所、自治体と連携し、地域産業の課題を発見し、解決に向けたプロセスを明らかにする
産学官連携プロジェクト学習「地域技術学」を、公立大学初年度の 2016年度から開講し
ている。山陽小野田市内の企業が抱える技術的課題について、学生がグループで現地を見
ながら現実を学びつつ、ブレーンストーミングや KJ法、SWOT分析などのツールを駆使し
て、課題の解決方法を検討し発表を行う、正課の授業科目である。 

取組の成果 

学生は、授業科目「地域技術学」を履修することにより、企業が抱えている技術的な課題
を具体的かつ明確に把握し、課題解決に向けたプロセスを論理的に構築することにより
「考え抜く力」を身に着け、異なる学科の異なる専門分野の学生とのグループワークを通
して、自分の意見をわかりやすく伝える、相手の意見を丁寧に聴くといった「チームで働
く力」を身に着け、実際の課題に取り組むことを通じて主体性や実行力といった「前に踏
み出す力」を身につけることを目的している。この三つの力は経済産業省が提唱する「社
会人基礎力」であり、本科目はこの力を身に着けることを目指しており、社会人基礎力を
習得し、就職に強い人材を育成することを目的としている。 
地域技術学の受講対象は、工学部の機械工学科、電気工学科、応用化学科の３年生を対

象に開講し、各学科の実務家教員を中心とした教員団を編成している。 
学生は、企業による課題説明、企業との質疑応答、企業を訪問して課題の現場を確認・

調査、グループワークを通して、企業の課題を整理し、解決策を検討し、プレゼンテーシ
ョン資料を作成し、企業に解決策を提案する。 

  
（学生の発表と都市産業様からの講評） 

 
 学生は、企業との質疑応答やグループワークを重ねて解決策を検討し、具体案を作成す
るが、最終発表に際しては、山陽小野田市長や同副市長、協力いただいた企業の関係者、
山口県産業技術センター元理事長から講評を受けている。毎年度、地域技術学の取り組み
状況を「地域連携・社会貢献レポート」にまとめ、ホームページに掲載して積極的な発信
に努めている。年度により、山陽小野田市役所及び市内公共施設にて公表し、大学におけ
る地域向けのイベントで地域技術学の成果を発表している。 

自己評価 

2024 年度は、市内の７事業者及び山口県産業技術センターから協力を得て、産官学連携
にて本講義を開講することができた。本講義は選択科目にもかかわらず受講生が多く、グ
ループワークの人数が 7 名程度とやや多くなり、主体的な参加をしにくくなり、グルー
プ数が増えることで学生の発表時間や企業との意見交換時間が短縮されるといった課題
もある。今後も、市内の幅広い事業者と連携し、課題を解決して地域に貢献しつつ、社会
人基礎力を身に着けることができる科目にしていきたいと考えている。 

関連資料 

・「地域技術学」シラバス 
・山陽小野田市立山口東京理科大学地域連携・社会貢献レポート 
・山陽小野田市立山口東京理科大学事業報告書 
 

 
 
 

http://www.socu.ac.jp/departments/syllabus.html
https://www.socu.ac.jp/research/report.html
http://www.socu.ac.jp/plan.html
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タイトル

（No.2） 
地域が抱える課題を学生が解決する「地域密着型卒業研究」 

取組の概要 
公立化を契機に、地域に関連する卒業研究テーマに取り組んでいる学生に対し、「地域卒
業研究費」の加算配分として「地域密着型卒業研究テーマ奨励制度」を導入している。（申
請は学生を指導する教員） 

取組の成果 

１）採択までの流れ 
①加算配分希望者の募集 
加算配分を行うことを周知し、希望者を募集した。 
加えて、本学の基本理念の１つである「波及効果の期待できる独創的・先進的研究の

推進」を示す観点から、地域企業との連携を進めるテーマや、企業との共同研究のきっ
かけとなり得るようなテーマも対象とした。 
募集時期は、過年度は 12 月頃であったが 2023 年度から 5 月に変更し、卒業研究及

び研究費が計画的に実行・遂行出来るよう改善した。 
対象となる研究は、（ア）地域活性化（山陽小野田市及び山口県）に繋がる研究テー

マ、（イ）地方創生（山陽小野田市及び山口県）に繋がる研究テーマとした。 
2024 年度は、8 件程度 (予算総額 80 万円)で、（研究テーマ１件あたりの上限を 10

万円とし、）山陽小野田市等、地域に着目した新規の研究テーマに支援を行った。 
また、将来的に地域企業との連携を進める方針のあるものや、企業との共同研究のき

っかけとなり得るようなテーマに対しても支援の対象とした。 
②応募申請書類の審査 
申請書類を地域連携・生涯学習課で取り纏め、地域連携センター運営委員会において

審議し、採択を決定している。 
2024 年度は、17 テーマ（14 研究室)の応募申請があり、地域貢献に積極的な「卒業

研究」であること、また、学生の教育的視点（ヤル気）を考慮して、17 テーマ全てを
採択した。 
 なお、平成２９年度からこれまでの実績は右
表の通りである。 
③審査結果と実験実習費加算配分の通知 
・7 月の地域連携センター運営委員会での承認後、応募申請者に対し、採択結果を通 
 知した。 
・採択した研究テーマの一例として「翼竜の飛行能力研究を通じた山陽小野田市内 
 小学生に対するワクワク感のある科学教育の展開」では、夏休みジュニア科学教室 

において、翼竜が飛べたのかを流体研究から学び参加者がそれ
をヒントに、各自が工夫を凝らした紙飛行機を作製し、飛距離
コンテストに挑み上位者には、「世界に 1 つしかない研究室制
作のケツァルコアトルス模型」が贈呈された。 

 
 

２）研究成果の発表 
研究成果発表会において、ポスターセッション形式にて、研究成果の発表を行っていま

す。 

自己評価 

ポスターセッション形式とすることで、学生が積極的に発表できる機会となり、学生から
も「自己研鑽につながる場になった」という好評を得た。 
また、市や商工会議所等から研究成果発表会の参加もあり、本学の研究活動の振興を図る
とともに、地（知）の拠点として、地域産業の振興や地域課題の解決に貢献する取り組み
となっている。 

関連資料 

・令和 6 年度(2024 年度)実験実習費「地域卒業研究費」加算配分の募集 
・令和 6 年度(2024 年度)実験実習費「地域卒業研究費」の加算配分申請一覧 
・令和 6 年度研究成果報告会の開催案内 
・「卒業研究」シラバス 
・地域連携センター規程 
・採択結果(課題選考) 

  

(学生参加者による飛距離コンテストの様子) 
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タイトル

（No.3） 
山陽小野田市立山口東京理科大学「地域課題解決研究事業」 

取組の概要 

本学の研究活動の振興を図るとともに、地（知）の拠点として、地域産業の振興や地域の
発展、及び地域貢献するために実施するものである。 
研究テーマは、大学教員が問題提起し取り組むものや、市内・県内の公共的団体から寄せ
られた課題に取り組むものなど様々であるが、その研究成果は広く地域に還元している。 

取組の成果 

一件あたりの研究事業費の上限を 50万円とし、本学教員による研究の成果を期待する
地域産業の振興や地域課題の解決に資する研究課題を単年度、幅広く募集している。 
【目  的】市民及び市内等の地方公共団体、公的機関、公共的団体、企業等が抱える

地域課題を解決し、その研究成果を地域に還元する。 
【研究内容】本学教員等及び市民、市内等の地方公共団体、公的機関、公共的団体等か

ら提案された地域課題に本学教員が単独で又は共同で取り組む研究 
(教):教員等が提案した課題、(公):公共団体等から提案の課題 

１）採択までの流れ 
①公共団体等に対し課題を募集(4月下旬) 
市内等の公的機関，公共的団体に対し、本学教員による研究の成果を期待する地域
産業の振興や地域課題の解決に資する研究課題の提案を募集 

②本学教員に対し、ア、イについて取組む者を募集 (5月中旬) 
  ア 教員等が提案し、課題に取り組む  

イ 公共団体等から提案された、課題に取り組む  
 ③応募申請書類の審査 
  ・申請書類を地域連携・生涯学習課で取り纏め、地域連携センター運営委員会にお

いて審査し、採択課題を決定 
・2024 年度は、ア.教員からの提案 5 件、イ.公共団体等からの提案 0 件の応募が
あった。 
・公共団体等からの提案は無かったが、審査の結果、地域課題の解決による地域産
業の振興等への貢献が期待される教員からの課題 3件の研究事業を採択。 

④審査結果と実験実習費加算配分の通知 
 ・7月の地域連携センター運営委員会での承認後、応募申請者に対し、採択結果を通

知した。 
・採択した研究テーマの一例として「やまぐち情報スーパーネットワークを用いた
研究加速化実証研究」では、本ネットワークを活用し、他大学の高性能顕微鏡を遠
隔操作し、生体組織観察と遺伝子解析の加速化が可能となった。 

２）研究成果の発表 
前年に引き続き本地域課題解決研究事業に加え、 

若手研究やダイバーシティ推進に係る事業・卒業研究と合同
で発表会を開催し、参加対象事業を広げることで、外部の参
加者も増え充実強化を図った。 

自己評価 

研究の条件として、成果は広く公表することとしており、研究成果発表会には、市や公共
団体等の参加があり、研究成果を広く地域に還元できた。また、学生の発表は、研究意欲
を刺激している。 
結果、外部の共同研究者等から好評を得ており、引き続き、より充実した共同研究の要望
が寄せられている。 

関連資料 

・令和 6 年度「地域課題解決研究事業」公共団体等への課題募集要項 
・令和 6 年度「地域課題解決研究事業」学内に対する課題募集要項 
・令和 6 年度「地域課題解決研究事業」応募課題及び採択一覧 
・「令和 6 年度研究成果発表会」について 
・地域連携センター規程 
・採択結果(課題選考・配分額)      
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タイトル

（No.4） 
医薬品産業向け人材育成・確保プログラム実践の取組 

取組の概要 

山口県は、武田薬品工業株式会社光工場や田辺三菱製薬工
場株式会社小野田工場をはじめとする一部上場の製薬企業
の工場が数多く立地しており、医薬品最終生産金額約7,000
億円(全国 4 位 2022 年)、原薬生産金額約 700 億円(全国１
位 2018年)で、国内有数の医薬品生産県である。また、医
療機器や医薬部外品、化粧品を製造しているメーカーも立
地している。 

そのような中、山口県(行政)や県内医薬品業界(山口県製薬工
業協会)から、本学に対して、薬剤師や工学生の人材輩出や連
携強化等を切望されている。 
そこで、その期待に応えるべく本学では山口県、山口県製薬工
業協会の産学公連携による医薬品産業界への人材育成・就職等
の支援のためのプログラム（GMP※カレッジプログラム）の作成・
実践を目的とした事業を実施するとともに、結果について毎年
度、冊子等を作成し、教職員や全学生に配布・報告している。 

（※GMP：Good Manufacturing Practice の略称で、医薬品原料仕入れから製品の出荷までの製造管理及び品質管理の法的基準） 

取組の成果 

2018年度に薬学部が開設後、次年度(2019年度)から、県の委託事業として開始
している。 
１）医薬品業界への人材育成 
 ・医薬品製造所は法律上薬剤師が製造管理者として必要であること、製薬企業内で

多くの薬剤師が活躍していること、製薬企業は、薬剤師だけでなく多種多様な工
学人材が必要であることを踏まえ、プログラム内容を検討し実施した。 

○プログラム内容        【成果】合計 1533受講(以下の表参照)  

 
２）県内医薬品産業への就職支援体制整備 
 ・県内企業就職セミナー開催と 学生への情報発信 

 
※デジタルサイネージを大学構内に設置し、学生に向けて県内製

薬企業の紹介動画等を放映 
 
 
 
      

 ※就職セミナーの様子   

  

 【成果】・令和6年度就職セミナー参加者(3回実施 薬学部4～6年生対象) 
 R6.11 R6.12 R6.12  延べ数 

県内企業数 28 3 3  34 

学生数 95 64 37  196 
 

自己評価 

薬学生(第一期生)の県内就職は、県内出身者の 50％だったが、県内製薬企業への就職
はほとんどなかったことから、今後、GMP カレッジ講習会の交流機会拡大、製薬関連
展示会等への参加、製薬企業で働く先輩との交流の増加等、新たな取組を図る予定で
ある。 

関連資料 

・山口県 GMP カレッジ令和 5 年度(2023 年度)実施報告 

・令和５年度 第１回山口県 GMP カレッジ推進会議 

・令和５年度 第１回山口県 GMP カレッジ推進会議 概要 

・じほう社 Pharm Tech Japan 臨時増刊号「法令順守・承認書遵守と GMP の要点
整理」雑誌 

・薬工連携 GMP カレッジ・キャリア支援について（山口県薬務課リンク先） 他    

山口県内の主な医薬品製造工場の立地状況（ガス製造・包装のみは除く） 

                                   R5．3 月末現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺三菱製薬工場㈱小野田工場 

日産化学㈱小野田工場 

 ｶﾔｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱厚狭工場 

 

UBE㈱宇部ｹﾐｶﾙ工場 

富士ﾚﾋﾞｵ㈱宇部工場 

協和発酵ｷﾘﾝ㈱宇部工場 

ｾﾝﾄﾗﾙ硝子㈱宇部工場 

協和発酵ﾊﾞｲｵ㈱防府工場 

協和医療開発㈱山口工場 

武田薬品工業㈱光工場 

帝人ファーマ㈱医薬岩国製造所 

日本歯科薬品㈱福浦工場 

東ｿｰ･ﾊｲﾃｯｸ(株)TRC 工場 

㈱ﾄｸﾔﾏ徳山製造所徳山工場 

東ｿｰ㈱南陽事業所 

ホンノー薬品㈱ 

協和発酵ﾊﾞｲｵ㈱山口事業所宇部 

東洋鋼鈑㈱技術研究所 

テルモ山口㈱テルモ山口東工場 

東ｿｰ･ﾊｲﾃｯｸ(株)富田工場 
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タイトル

（No.5） 
山口県が抱える薬剤師の地域偏在と在宅医療の問題を解決する先進的な薬剤師育成プログラム  

取組の概要 

山口県は高齢化・過疎化が著しく、医療従事者の高齢化と地域偏在といった医療問題を
抱えており、地域医療の確保と今後ニーズが高まる在宅医療への対応が急務となってい
る。本学は公立大学として地域において活躍できる薬剤師の養成を一つの命題としてお
り、開学当初から県薬務課、県薬剤師会、県病院薬剤師会、地域医療機関等と密接に連携
を取りながら薬学生教育に取り組んできた。これまでに培ってきた多くの組織との関係
性を最大限に活かし、病院薬局実務実習を終えた薬学生を対象としたアドバンストコー
スとして「へき地の在宅医療実務実習」を導入している。それと並行し 5Gと XR（クロス
リアリティ）の VR（仮想現実）や AR（拡張現実）を活用したへき地医療疑似体験教材を
作成した。本事業を通じ、へき地医療の問題点を理解し、それらの解決にむけたマインド
と実践力を有する薬剤師を育成するプログラムを実施している。 

取組の成果 

【具体的なプログラム内容】 
〇実施組織及び情報開示について 
 山口県が抱える薬剤師の地域偏差と在宅医療の問題を解決する先端的薬剤師養成プロ
ブラムの企画、運営、評価の組織は薬学部の独自組織である「実務実習委員会」が担当し
ており、教授総会で実施内容、実施状況を報告している。 
プログラム内容を以下に示す。 
１）へき地の在宅医療実務実習 
  2024 年度は山口県薬剤師会から推薦された２薬局を拠点として、へき地への在宅医
療実務実習を実施し、実習終了後の指導薬剤師との意見交換、学生による到達度をルー
ブリック、日誌、プレゼンテーション資料により学習効果を評価した。 

  また、本学から５Ｇを活用し、へき地の在宅医療実務実習を行う学生へオンラインで
服薬指導を施行した。なお、同実習は自由科目として３単位を付与している。 

２）「薬剤師論」の開講 
  へき地・離島医療と薬剤師の在り方の紹介を目的として、種子島で薬局薬剤師として
活躍する薬剤師を招聘し、日常の業務とその広がり（多職種連携）、離島医療の問題点
についての講演を実施し、離島での医療への関わりや生活の様子を通して、離島におい
ても都市部と変わりない薬剤師職能を発揮することが可能であること、都市部に比べ、
患者、医療者、行政などがより密な関係をもって地域として患者をサポートできる点等
に気づくことができ、離島へき地医療に対する関心が高まった。なお、同科目は薬学部
の必修科目であるため、薬学部の学生全員が本プログラムに参加している。 

３）オンライン服薬指導 
  本学の５G 環境教室エリアにおいて、オンライン服薬指導演習を実施した。演習は
薬剤師役と患者役に分け、3 つのシナリオ（①服用薬の理解良好②服用薬への不安傾向
③服用薬の処方への嫌悪感あり）におけるオンライン服薬指導を体験した。各シナリオ
における患者役の学生の表情・声に対してＡＩによる感情解析を実施した。 

４）ＡＲメガネの活用 
  医薬品に記載されたバーコードを読み取ることで、スマートグラスにバーコードに
記録された医薬品情報等を表示する仕組みを開発した。これにより、ハンズフリーの状
況で添付文書や医薬品情報を閲覧し業務ができる環境基盤が構築された。本実装後に
は、薬学臨床事前実習、へき地在宅医療実務実習、地域薬剤師会等に取り入れ、その有
効性と学修成果を評価する。 

自己評価 

本プログラムは文部科学省の「地域の医療ニーズに対応した先進的な薬学教育に係る
取組支援事業」に採択されている。プログラムに参加した学生は、へき地在宅医療におけ
る薬剤師職能の理解が深まり、地域医療への薬剤師としての関りに関心を示す結果とな
った。また、オンライン服薬指導演習に参加した学生が薬剤師からの言葉がけや適切な指
導による感情の変化を AI で分析数値化することにより、「薬学臨床事前実習」等で、よ
り好ましい表情・言葉表現などに関する学習に活用することとした。 

関連資料 

・大学教育再生戦略推進費地域の医療ニーズに対応した先進的な薬学教育に係る取組事
業公募要領 

・同プログラム申請プレゼンテーション資料 
・同プログラムの「カリキュラムマップ」 
・同プログラム令和６年度実施報告書 
・同プログラム評価資料 
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タイトル

（No.6）
オープンアクセス加速化事業

取組の概

要 

オープンアクセス加速化（OAA）事業は、論文や研究データの公開・共有・活用等に
より、研究活動の加速化や新たな知識の創造等を促す取組である。本学では、特に、
研究データプラットフォームの基盤構築、産学官連携によるオープンサイエンス・シ
チズンサイエンスの振興、イノベーションエコシステムの発展を通じた地域産業の創
出・地方創生の加速を目指している。

具体的な取組として、OAA に係る全学的なビジョン（オープンアクセス方針・研究
データポリシー等）に基づく事業計画等の策定、研究成果の管理・利活用システム（機
関リポジトリ等）の開発・高度化、学長等のリーダーシップのもとでの全学的なマネ
ジメントによる当該システムの運用・組織体制の強化、学内支援策としての戦略的な
APC支援、研究論文・データの即時 OA化、研究データマネジメント、知財の創出支援、
市民への情報発信等を行っている。 

・グリーン OA基盤「JAIRO Cloud」（機
関リポジトリ）の開設：2025 年 2 月 10
日
・研究データ管理基盤・標準ストレージ

（GakuNin RDM）利用開始：2024年 12
月 23日、機関拡張ストレージ Dropbox
利用開始：2025 年 1月 23 日

・論文公開掲載料（APC）経費支援、シュ
プリンガーネイチャー社転換契約、エ
ルゼビア社ドローダウンポットAPC前
払い契約

・オーストラリア・モートンベイ市、山
陽小野田市、内外の産学官の有識者の
参加による国際シンポジウムの開催：
2025年 3月 5日

・豪州クィーンズランド工科大学、サン
シャインコースト大学、米国ハーバー
ド大学、MIT、英国オックスフォード大
学、認知症研究所、シュプリンガーネ
イチャー社等への訪問調査：2025年 1
月・3月

・科研費、戦略的創造研究推進事業、創
発的研究支援事業等の研究成果の即
時オープンアクセスへの対応

・エルゼビア社 Pure（2025年 2月 28日開設）、SciVal等による研究活動の可視化
・分析・産学連携・共同研究におけるオープン・クローズ・イノベーション戦略の検討
・Jxiv（JST プレプリントサーバー）の活用と課題抽出

自己評価 

本学は文部科学省オープンアクセス加速化（OAA）事業に採択された 88機関のうち、
中小規模公立大学の中で唯一の採択機関である。これまで、申請計画内容に沿った研
究成果の公開とデータ共有の推進等に対して、学内事業推進委員会、外部有識者評価
委員会による評価を実施し、その実績とともに、知識の普及の加速、研究の透明性の
確保、共同研究の推進等のポテンシャルに係る一定の評価を得ている。また、オース
トラリアの姉妹都市、近郊の大学との連携による国際シンポジウムも開催し、内外広
く、協力体制を強化する契機となった。さらに、国立情報学研究所（NII）の研究デー
タクラウド等を活用した研究情報基盤の整備を進め、学際的な連携システムの構築に
取り組んでいる。建学の精神に基づく研究成果の広範な公開・活用は地域社会との交
流を深め、世界への発信にもつながる。これらの活動は、地方創生と我が国全体の学
術・社会発展に資する。

関連資料 

・令和５年度人工知能等社会実装研究拠点事業費補助金（オープンアクセス加速化事
業）交付決定通知書

・実績報告書
・オープンアクセス加速化国際シンポジウム報告書
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